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カリキュラム委員会等全学的組織に任せられ

るべきであるということを意見の一つとして

加えたい。

○「執行機関は企画立案・総合調整を行うと

ともに，重要事項については審議機関の意見

を聞きつつ最終的には自らの判断と責任で運

営を行う」とあるが，ここの「重要事項」と

いうのは，その前に書かれている，執行機関

と審議機関の関係のところで，「審議機関は，

教育研究あるいは運営の重要事項について

……」とあるから，運営だけでなく，教育研

究に関しても含まれると解せる｡そうすると，

執行機関は審議機関の意見と違っても行いう

るということになる。そうであれば，問題で

はないか。

○執行機関と審議機関を分けようとする考え

のそのもとになっているのは，行政改革会議

の方針が基本になっていると思う。行政改革

会議の中で,今までだと，どちらかというと，

評議会で決めていたことだけを学長が執行

（教授会での学部も同じこと）していたのを，

ある程度弾力的に学長なり学部長が実行し

て，それを事後責任として評議会，教授会に

承認して貰う部分を増やせという考え方がバ

ックにあるのではないかと推測する。

○審議機関の機能の明確化に関し，学部教授

会が担う審議機能として,｢学部の教育課程の

編成，学生の入学，退学，卒業，学位の授与

など」と書かれているが，教官人事などがな

ぜ含まれないのか疑問である。

○学科間の調整ということも抜けているので

はないか。

○先に大学審議会に出した意見の中で，教授

会の審議事項について,｢学校教育法第59条の

『重要事項」という表現が包括的であるため

に，個交の大学で様食な慣行上の扱いがなさ

れている。全学にかかわる事柄に関する学部

教授会の意思は，基本的には尊重されなけれ

ばならないが，ここでいうところの「重要事

項」はあくまでも教育研究に関する重要事項

であるべきである」という表現に留めたが，

もう少し踏み込んで意見を言った方がよかっ

たかもしれない。

○教員の選考は２段階あると思う。第１段階

は，特定の講座，学科等で教授なり助教授を

選ばなければならない段階で，どういうふう

に講座，学科等をもっていく力、の基本的な方

針を決めることである。ここは，大学として

の管理運営に深く関わるところであり,学部，

学科まかせでなく，学長あるいは学部長が一

緒に考えて意見を述べることができる方がよ

いと思う。基本的な方針が決まったのちに，

具体的に候補者を選考するのは専門家にまか

せるべきであり，これは学部教授会できちっ

と選んでもらう。そういう２段階であると思

う。「具体的な基準を明確化する」というその

中身は，これこれの資格をもっている人とい

うのではなくて，当該選考においてどういう

方針で講座あるいは学科を運営していくかと

いうことであって,具体的な基準というのは，

その専攻，講座で人材を募集するごとに，ど

ういうことを考えるかということであると思

う。

○「大学運営協議会」（仮称）については，総

会でも意見があったところで，顧問会議のよ

うな性格のものとし，名称もそれに相応しい

名称にすべきというのが先に出した第１常置

委員会の意見だが，例示されている大学運営

協議会の構成メンバーは殆どすべてこの協議

会の仕事に初めての人ばかりであるから，や

■ひ
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た範囲の実務的分野と並列的に並べられてい

ることは適当でない。また，「１年制の大学院

修士課程の設置」という提言は，実態からみ

てかなり無理があると思われるので，疑問で

ある。

主として以上のような議論が行われたのち，

委員長から次のように述べられ，了承された。

本日いただいたご意見を踏まえて，大学審議

会に既に提出した意見に付け加えたいこと，あ

るいは特に強調したいことなどを箇条書に整理

し，それを近☆開催される大学審議会の部会に

所属している学長方にお伝えし，できるかぎり

｢中間まとめ｣に国大協の意見が反映できるよう

ご尽力いただくことにしたい。

なお，７月14日に臨時の学長会議が開催され

文部省から「中間まとめ」について説明があり，

その後，これについて各関係団体に意見を求め

られることになると思われるので，できれば，

７月14日，文部省から説明を受けたあと，本委

員会を開催し，主として組織運営の部分を中心

に国大協としての意見の取りまとめについて協

議を予定したい。

はりアドバイスをうける顧問会議という性格

のものであるべきであろう。

○「大学運営協議会」に実質的意味をもたせ

るとしたら，大学に当事者能力がなければな

らない。

○資源配分機関による資源配分という場合の

資源とは,科研費などをいうのか，それとも，

学生当積算校費，教官当積算校費，さらに学

長裁量経費まで含めて考えられているのであ

ろうか。

○「効果的資源配分を行うため，きめ細かな

評価情報に基づいて」と書かれているので，

今後，国大協の特別委員会できちんとした意

見を出す必要があると思う。

○資源配分方法について透明性あるものをつ

くっていかなければならないが，たとえば，

教員養成大学などに新しい物指しを一律に適

用したら，教員養成は成り立ちがたくなるで

あろう。そういうことも考慮されなければな

らない。

○「高度専門職業人養成のための実践的教育

を行う大学院の設置｣ということについては，

高度専門職業人の養成ということに異論はな

いが，人間形成にかかわる教員養成が限られ

蝋`〈Ｈ１繭Ｉ，

以上をもって議事を終え，閉会した。

織顯､、
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第２常置委員会

日時

場所

出席者

平成10年５月12日（火）１３：３０～１５：３５

学士会分館（本郷）６号室

杉岡委員長

山田，小柳，江崎，橋本，吉田，板垣，小川，深谷，山崎，松尾，辻野，守

屋，北川，奥田，池田，森満各委員

山極専門委員

荒井臨時専門委員

（文部省）留学生課林課長，曽我課長補佐，大学入試室栗山室長，中野企画

係長，三浦調査指導係長

（大学入試センター）廣重所長，法月事業部長

（説明者）日野東京大学入試課長，山道東京芸術大学入学主幹

vqHH恩殉

杉岡委員長主宰のもとに開会。

議事に先立ち委員長から，本日は委員長交代

後初めての委員会である，よろしくお願いした

い旨挨拶があり，引続き，学長交代に伴い新た

に委員に就任された松尾名古屋大学長及び池田

高知医科大学長の紹介があった。

〔議事〕

ソター試験は，去る１月17日(土)及び18日（日）

の両日実施し，降雪の影響により一部の試験場

で試験時間を遅らせる措置をとったが，全体と

しては無事終了することができた。各大学のご

協力に感謝申し上げたい旨述べられた。

引続き法月事業部長から，平成10年度大学入

試センター試験の実施結果及び平成11年度大学

入試センター試験等について，配付資料にもと

づき概要次のような報告があった。

○平成１０年度大学入試センター試験は，志願

者数が約597,000人，受験者数が549,000人で

あり，志願者数，受験者数のいずれもセンタ

ー試験が始まって以来初めて若干ではあるが

前年度を下回った。これは，18歳人ロの減少

ということのほか，特に浪人受験生の減少が

影響したためと思われる。

○「地理歴史」の各科目及び「国語Ｉ．Ⅱ」

の受験者数が前年度より減少し，「公民｣の各

科目及び｢国語Ｉ」の受験者数が増加したが，

これは平成９年度の「公民」各科目及び「国

語Ｉ」の平均得点が高かったことによる反動

と思われる。

○「地理Ｂ」と「日本史Ｂ」との間に約21点

の平均点差が生じた。これが試験問題の難易

1．報告事項

（１）文部省からの報告

栗山大学入試室長から次のように述べられ

た。

大学審議会では入試改善について継続的に検

討を行っており，その際，先に入試将来ビジョ

ン検討小委員会がまとめられた報告書(｢大学入

学者選抜の改善に向けて｣)を参考にさせていた

だいている。また情報公開の問題については，

このほど情報公開法案が国会に提出され，委員

会で審議が始まったところであるが,関連して，

個人情報も含めて入試情報への対応ということ

が課題であるので，これについても検討方よろ

しくお願い申し上げる。

（２）大学入試センターからの報告

初めに廣重所長から，平成10年度大学入試セ

/４１H頚、
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学入学者選抜大学入試センター試験説明協議会

及び入試担当者連絡協議会開催日程｣，「国立大

学入学者選抜研究連絡協議会日程開催要項」等

について説明があった。

（３）文部省からの報告

林留学生課長から次のように述べられた。

「留学生受入れ１０万人計画」にもとづき，留

学生受入れの拡大を図ってきたが，ここ３年ほ

ど留学生の総数が減少している状況にある。そ

の大きな理由は，昨年３月に「留学生の入学選

考の在り方に関する調査研究協力者会議」から

出された提言の中で指摘されているように「わ

が国の大学等の入学選考の仕組承は他国に比べ

て分かりにくく，多数の志願者を惹き付けるも

のとなっていない｣ことにもあると考えられる。

したがって，今後，日本留学のアクセスの改善，

特に入学選考の方法を改善していく必要があ

る。留学生選考の今後の方向性としては，先の

協力者会議の提言を踏まえ，○渡日前入学許可

の普及，○新たな統一試験の開発，を中心に改

善を図っていきたい。このうち，新試験につい

ては，試案として，①TOEFL型に近く，日本

語能力試験のゑにする案，②SATＩ型の，日本

語能力を中心とした総合試験とする案，③日本

語を必修，数学，英語を選択必修とする案，④

SATII型に近く，③に理科，社会のいずれかを

選択する案が挙がっている。いずれ新たに協力

者会議を発足させて，新試験の在り方等を検討

することにしているので，第２常置委員会及び

第５常置委員会のご協力をお願いしたい。

以上の説明について次のような意見があっ

た。

○配偶者ピザで大学院に入った外国人学生の

場合，奨学金その他で留学生と同等の扱いが

受けられない。これは入管に絡んだ問題であ

差によるものと判定されたので，事前に公表

している方式により得点調整を行った｡なお，

平均点差が「地理Ｂ」と「日本史Ｂ」の間に

ある「世界史Ｂ」についても得点調整を行っ

た。

○平成11年度から，公立大学４大学，私立大

学37大学が新たにセンター試験を利用するこ

とになり，また，既に一部の学部で利用して

いる私立大学で他の学部でも新たに利用する

のが19学部増えた。この結果，国立95大学，

公立61大学，私立217大学(479学部）の計373

大学となった。ちなみに，４年制大学は現在

598大学であるので,その62％がセンター試験

を利用することとなった。

○「平成11年度大学入学者選抜大学入試セン

ター試験受験要項」については，近く発する

が，前年度と比べて，旧教育課程履修者に対

する経過措置が廃止されたこと，等のほかに

は殆ど変っていない。

○「受験案内」の主な改正点も，旧教育課程

履修者に対する経過措置の廃止に伴い，該当

する出題教科・科目等の記載の削除が中心で

ある。

○平成12年度大学入試センター試験の出題教

科・科目の出題方法等については，文部省の

「平成12年度大学入学者選抜に係る大学入試

センター試験実施大綱」が発せられたのち，

センターから正式に通知するが，１１年度と異

なるのは，従来記載していた，外国語のリス

ニング・テストが実施できない旨の記述を削

除したことである。その理由は，現状ではこ

れを実施する見通しがつかないためであり，

条件が整えば速やかに実施する方針であるこ

とには変りない。

以上のような報告説明のほか,｢平成11年度大

,P劇鰄斗
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の変更点（大学が指定したセンター試験未受験

者，いわゆる「無資格者」が受験することがな

いよう大学としてチェックをより厳密にするよ

う明記したこと，公立大学の「連続方式」の廃

止に伴う表記の整理など）を中心に配付資料に

より説明があったのち，審議が行われた。その

結果，特に異議なく，これが了承された。

り，文部省は法務省と話し合ってこの問題の

打開を図ってほしい。

○私費留学生で，１２年の学校教育のうち大部

分の期間を外国で教育を受け，一部を日本に

所在する外国人学校で教育を受けた者が国立

大学を受験しようとしたところ，文部省から

大学入学資格を認められなかった｡文部省は，

このような場合，一般の高校卒業者と同等の

教育を受けている実態に則して，大学入学資

格を認めるようにしてほしい。今日のような

グローバル化の時代にあっては大学の門戸は

できるかぎり開かれるぺきだと思う。

4．平成11年度第２次試験実施に係る協議の取

扱いについて

委員長から次のように述べられた。

入学者選抜についての平成11年度実施要領に

定められた日程に対し例外的な措置を講じよう

とされる場合は予め第２常置委員会に協議する

ことになっており，これに基づき東京大学及び

東京芸術大学の２大学から協議があったので，

それぞれ説明願ったうえご審議いただきたい。

ついで，初めに東京大学の日野入試課長から

次のように説明があった。

大学では，後期日程試験出願者の前期日程試

験併願率が高い状況(最近３年間の平均では73.

9％)にあることから，併願者が前期日程試験で

合格した場合，後期日程試験の第１段階選抜に

おいて不合格として取り扱うことによって受験

機会の確保を図るため，後期日程の第１段階選

抜結果発表日を前期日程試験の合格者発表日

(平成１１年３月10日(水))と同日とすることにつ

いて協議するものである。

委員長から,この協議について諮られた結果，

特に異議なくこれを了承した。

引続き，東京芸術大学の山道入学主幹から次

のように説明があった。

前期日程で実施する音楽学部の試験は，３回

行う実技検査に12日間を要するので，この合格

発表日を３月12日に繰り下げたい。また，後期

。ノFRMUq、

2．国立大学の平成12年度入学者選抜の基本方

針について

委員長から次のように諮られた。

国立大学の入学者選抜については平成９年度

から「分離分割方式」に統一されたところであ

り，平成12年度も平成11年度に引き続き「分離

分割方式」により行うことを基本とすることで

よろしいか。

この委員長の提案について異議なく，この旨

来る６月５日開催の理事会及び６月16日，１７日

開催の総会に提案することが了承された。

(…
3．平成11年度国立大学入学者選抜における留

意事項について

委員長から次のように述べられた。

各大学の学生募集要項作成の参考に資するた

め例年作成している「入学者選抜における留意

事項」について，これの平成11年度版の原案を

用意したので，事務局から説明を聞いたうえご

審議いただきたい。

ついで事務局から「平成11年度国立大学入学

者選抜における留意事項」（案)の平成10年度と
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日程で実施する美術学部の試験は，２回行う実

技検査に１４日間を要するので，この試験開始日

を３月５日に繰り上げることを協議したい。

委員長から,この協議について諮られた結果，

特に異議なくこれを了承した。

してほしいとのお話をいただいており，今後，

本委員会としてこの問題についてどのように取

り組んでいくべきか，ご意見を伺いたい。

ついで，次のような意見交換が行われた。

○報告書の作成に携つた者として多少の不満

は，全体的な大学入学者選抜の問題点，ある

いはセンター試験についてはある程度議論で

きたと思うが，国立大学としてはどうなのか

という点での絞り込みが時間の関係もあって

踏み込承が足りなかったきらいがある。

○入試の制度として，統一して，一斉に，一

つの基準のもとに合否判定を行うというやり

方は限界にきていないか。センター試験にし

ても既に多くの人が指摘しているように，記

憶力をチェックするような試験であってはな

らない。勿論，入試センターとして，如何に

して理解力，判断力をも測れる問題を作成し

ようと努力されていることは承知している

が，もっと抜本的な発想があってもよいよう

に思う。

○今日，日本の企業は，これまでのように護

送船団方式を続けていて果たして２１世紀を突

破していくことができるのかという問題に直

面している。社会の人材養成を担う国立大学

としては，各大学，学部の特色をどう打ち出

していくか，それと並んで入試のあり方がど

うあるべきか考えていく必要がある。現在，

教育課程審議会では高校教育のカリキュラム

を多様化する方向で審議が行われているが，

多様化はいい面もあるが，一方で，入学して

くる学生の学力の低下が懸念される。そうい

うことも踏まえて入試の問題を考えていくこ

とが必要だ。

○日本の大学は殆ど，一旦入学すると，卒業

するのは当然とされていて，実態咄そうなっ

5．「大学入試情報開示に関する検討小委員会」

の設置について

委員長から次のように述べられた。

前回委員会において，情報公開法と大学入試

の関わりについて議論し，その議論を基礎に，

加藤委員長のもとで「入試情報開示の問題点・

留意点」を取りまとめられたが，その後，情報

公開法は国会に上程され，入試の情報開示につ

いて各大学が検討する際の参考に資するため，

国大協として早急に国立大学共通の何らかのガ

イドラインをつくる必要があると思われる。つ

いては，本委員会のもとに小委員会を設けてこ

れの検討を行うこととしては如何か，お諮りし

たい。ご了承いただければ，本委員会専門委員

のほか，国立大学及び共同利用機関等の教官の

中で法律の専門家あるいは入試に造詣の深い方

を加えた10名程度の委員構成で小委員会を設け

ることとしたい。

委員長からの提案について，異議なく了承さ

れ，委員の人選を委員長一任とし，来る５月１５

日開催の常務理事会に提案することとした。

'1:911ヘポ
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6．報告書「大学入学者選抜の改善に向けて」

について

委員長から次のように述べられた。

本年３月，加藤前委員長のもとで，入試将来

ビジョン検討小委員会が，報告書「大学入学者

選抜の改善に向けて」を取りまとめられた。加

藤委員長から，入試改善について継続して審議
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ぱ，そういったわれわれ自身が懐疑的になら

ないで済むような改善をしなければならな

い。高校が全入に近くなり，これに対応して

文部省は，大学へのアクセスとして総合学科

をはじめ新しいタイプの高校をつくった。そ

うすると，大学は新しい高校群に対応するよ

うな入試の方法を考える必要がある。高校が

多様化したら，それに対して大学の入試も多

様化しないと人材をとりこむことができな

い，という感想をもっている。

○入試は永遠の課題であり，各国の大学入試

制度を調査しそれぞれの長所，短所等のデー

タを得て，それらを踏まえて入試改善に向け

た検討をしていく組織が必要と思う。

○試験問題について外部評価を取り入れるこ

とも考えてよいのではないか。

○小規模な大学だが，一般入試以外に，特別

選抜，夜間主コース，大学院等多くの入試を

行っていて，教職員の負担は過重になってい

る。入試のために労力を払うこと自体はいと

うものではないが，それによって受験生が増

えるかといえば,必ずしもそうとはいえない。

場合によっては，かなり学力レベルの低い者

でも受け入れないと定員割れを起こしかねな

い。入試を複雑化することにどれほどの意味

があるか考えさせられる。そういうことも本

委員会で十分検討してほしい。

○地域によっては，若者が多く外に出ていっ

てしまう。地域の人材確保の観点から，入学

定員の５－１０％程度を地域枠として地元出身

者を受け入れることを考えてもよいのではな

いか。このことは，すでに中教審の答申で提

言されており，各大学の判断で実施できるの

ではないか。

○基本的には，国立大学に限らず公の性格を

ている。もっと入学定員を弾力化することを

考えてはどうか。

○転部希望者が出るので，ある学部について

５人程度の編入学を考えようとしたところ，

教官を１名減らさなければならないというの

で,結局実行できなかった。この程度ならば，

教官を減らさなくてよいということだと，そ

れだけで相当入試の多様化が図れるのではな

いか。

○入学難度の高い大学に入った者が社会的に

評価されるという風潮は相変らず強いが，こ

れからは大学でどれだけのものを身につけた

かということで評価されるような社会になっ

ていくことが必要だ。大学はそういうことを

もっと社会に働きかけていかなければならな

いと思う。入試は大事ではあるが，それより

も入学後の教育の中身がより大事であるとい

うことがいいたい。

○入試というと，どうしても，高校との接続

の関係で見られがちだが，就職との関わりあ

いを重視する必要がある。大学がきちんと教

育すれば企業はそれを評価するというのは建

前であって，実際は企業はブランド指向が強

く，入試でどこの大学に入った力画で評価が決

まってしまう。そういうことが払拭されない

と，問題の解決は難しい。

○入試は，その大学として受け入れる学生を

教育し卒業させるに足る資質能力をもってい

るかどうか判断するうえで，やめるわけには

いかない。問題は，受験競争が過度に激しく

なって，高校教育あるいは高校生の生活まで

も歪めていないか，われわれのやっている選

抜の方法が大学の教育研究を維持していくう

えで間違っていないといえるか，受験生に無

駄な苦労をさせていないか，改善するとすれ

M4mFR9い
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有する機関が選抜するときにあっては公平で

なければならないが，何が公平で何が公平で

ないかは一概に言えない。たとえば,過去に，

公立大学が地域自治体の居住者を優先的に入

学させることについて，内閣法制局は認めて

いるが，国立大学の場合は公立大学とは違う

ので形式的には論じられない。その大学の置

かれた実態とか学部の特性などを総合的に検

討し判断することであろう。

○国立大学の入試制度は公平性ということで

は最早崩れていると思う。勿論，一般入試に

ついては公平性はあるが，推薦入学枠が設け

られているほか，いろいろな特別入学がある

こと自体，公平性ということからいえば崩れ

ているのではないか。

○現状，入学者のうち９割は地域(北海道内）

出身者で占められており，むしろ一定の定員

枠を地元以外に当てて全国各地から入学して

もらいたいくらいだ。

○県内に学力の地域間格差があって国立大学

に入りにくい地域がある。そういう地域の教

育委員会から地元出身の教員が求められてい

る。それに応えるため地域枠を設けることを

検討したが，仮にそれを行ったとしても，卒

業後出身地に戻って教壇に立って貰える保証

はないし,それを義務づけることもできない，

ということで暗礁にのりあげている。

○医師過剰時代と言われるが，地域によって

は医師は不足している。また，教員養成につ

いても地域からの期待は大きい。国立大学が

果たす役割を考えたとき，入学定員に地域指

定ということがあってもよいと思う｡ただ,制

度としては緩やかにしておき，あとは各大学

の実情に応じて行うのがよいのではないか。

○多様な資質の学生を受け入れるということ

では，分離分割入試はよい方法と思うが，教

員養成系学部などの個点の募集単位が小さい

ところでは，たとえば前期５人，後期３人と

いった募集の仕方をしなければならない。こ

れでは受験生に志願を敬遠されてしまう。大

きな単位で募集し，入学後振り分けるといっ

たことも必要ではないか。いずれにしても，

各大学・学部の特性の中で，多様性を保証す

るような入試の仕方であるべきであり，先進

的にやっている大学から学ぶこともしながら

改善を図っていく必要があろう。

概ね以上のような意見交換があり，本日の議

事を終了した。

,`鰯mRP、-，

’燕顯１

第４常置委員会

日時

場所

出席者

平成10年５月27日（水）１３：３０～１６：００

国立大学協会会議室

梶井委員長

保原，小泉，又坂，須藤，原，赤井，川本，近藤，菰ロ，佐古各委員

中沢，菅原，中村，早川各専門委員

（文部省）嶋貫人事課給与班主査，伊藤専門員，三浦給与第４係長，白間大
学課課長補佐

梶井委員長から，新たに委員となられた原

潔神戸商船大学長並びに新たに専門委員となら

７６

れた中沢正治東京大学工学部教授，中村好一東

京大学総務部長及び専門委員を継続される菅原



○各大学では，停年の引上げと再任用制度の

導入のどちらを考えるのか。

○何％程度の者が再任用されるのか，また意

欲と能力の有無はどこがどのように判断する

のか。

○教育公務員特例法を改正する必要がある

か，また改正する場合の形としてはどのよう

な形が考えられるのか。

○この制度は地方公務員にも波及するか，

小・中学校教員の平均年齢が高齢化し，教員

採用が減少しているが，この制度ができると

さらに小・中学校で教育上問題が起こるので

はないか。

○地方公務員，一般職及び特別職の国家公務

員の間や各大学等の間の再任用と定員関係の

運用等についてもこれからの検討される予定

である。

正弘東京医科歯科大学事務局長の紹介があっ

た。

〔議事〕

1．新たな再任用制度の導入について

伊藤専門員から，次のとおり説明があった。

人事院が，５月13日，国会と内閣に対し新た

な再任用制度の導入について意見の申出を行っ

たので，その概略をご説明したい。

現在60歳である公的年金の支給開始年齢を平

成13年度から３年ごとに１歳ずつ引上げ65歳と

することが予定されており，雇用と年金の連携

をはかる趣旨で，民間の定年制の状況等も勘案

し、継続雇用について意欲と能力のある定年退

職者等を60歳の定年制を維持しつつ，定年退職

後公的年金の支給が開始されるまでの間，新た

に再任用する継続雇用の制度を導入しようとい

うものである。勤務形態としては，フルタイム

勤務のほか短時間勤務を用意し，定年前の職員

と同様な業務に従事し，給与は，定年退職前の

給与の約半分320万円～440万円程度としてい

る。この制度は所与の定員の枠内で実施し，再

任用の上限は年金支給開始年齢に合わせ平成１３

年に61歳とし，その後３年ごとに１歳ずつ引上

げ平成25年に65歳とすることとしている。今後

人事院で細目を詰め，関連法案の改正作業が進

められる予定であり，文部省でも委員会で大学

等のご意見も聞きながら検討する予定である。

とくに国立大学は，停年を各大学管理機関が定

めており，現在63歳以下の停年の大学が40％程

度あり，これらの大学について，教育公務員特

例法の改正を含め，この制度の導入を考えてい

く必要があると思う。

以上の説明について，次のような点について

意見交換が行われた。

Ｐ驫騒

2．大学審議会の審議状況について

白間大学課課長補佐から，資料「大学の組織

運営システムの改革（論点）（案)」をもとに，

次のような説明があった。

昨年11月から，大学審議会では，「２１世紀の大

学像｣,｢大学院制度の改革｣,｢学部教育の改革｣，

｢大学の組織運営システムの改革｣について４部

会に分かれ審議しており，組織運営部会では，

制度改正も視野に入れ，次のような論点につい

て審議している。６月末には４部会の報告をも

とに大学審議会の中間まとめが出され，様交な

形で各方面のご意見を聞いたうえ，１０月には答

申が出される予定である。

(1)２１世紀の大学の組織運営システムの改革の

方向について

①大学運営の自主性，自律性を確保するこ

と

|ｲ鋲轟、
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②情報公開や評価などにより，適切な競争

的環境を設定すること

③大学が組織として，責任ある意思決定を

行い得る組織運営体制を整備すること

(2)大学運営の自主性・自律性について

①国立大学の人事，会計，予算，組織定員

などについての弾力化と情報公開及び学外

有識者の意見聴取

②公私立大学に係る認可手続きの弾力化・

簡素化

(3)開放的で積極的な自治をめざし新たな自

主・自律体制の構築と機能的な意思決定につ

いて

①学長を中J、とする大学執行部の機能の明

確化，学長補佐体制としての運営会議の設

置

②評議会と学部教授会の機能分担の明確化

③執行機関（学長･学部長）と審議機関（評

議会・教授会）との機能分担の明確化

④教員人事に関する意思決定の在り方

⑤審議機関の運営の基本（多数決による決

定）

⑥外部有識者の意見を聞く大学運営協議会

の設置

⑦学校法人の理事会と教学組織の機能分担

の在り方

(4)客観的評価システムについて

①自己点検・評価の充実（点検・評価の実

施，その結果の公表と学外第三者による検

証の義務化）

②客観的評価システムの構築

③客観的かつ透明な評価の成果を踏まえて

の予算配分

④評価の実施対象領域，実施頻度，実施組

織の単位

3．技術専門職制度の創設について

委員長から，次のとおりこれまでの経過につ

いて説明があった。

３月下旬に作業委員会を開き，文部省担当官

から，昨年11月に「国立大学，国立短期大学及

び国立高等専門学校の技術専門官及び技術専門

職員に関する訓令」が定められ，新たな技術専

門職制度が創設されることについて説明を受け

た。そののち技術専門職の選考基準等の設定等

を行い，各大学で具体的に技術専門職の配置を

進めていただいたが，大学等で特に問題が生じ

ているか否か伺いたい。自分のもとには配付資

料のように選考基準についての意見及び技術職

員と技術部の問題を全国的に情報交換する場を

設けるよう要望が来ている。

ついで嶋貫主査より，次のような説明があっ

た。

－部組合から，技術専門職の選考基準が教官

の選考基準のようであるとのことで，人事院に

行政措置要求の申出が行われているが，組合の

大勢としては概ね納得していると思う。また高

等専門学校からは，配布されていない技術専門

官について配慮を求める要望が出てきている。

なお，組合からは，技術職員の研修体制の確

立が強く要望されており，我々も問題意識をも

っているが，本委員会でも今後ご検討いただき

たいと思う。

ついで委員長から，技術職員の処遇問題につ

いて，長年の懸案について一段落がついたが，

今後の進め方については，教務職員の処遇など

の問題も残されており，次の待遇改善の要望の

ところで関連させてご審議願いたい旨述べ了承

された。

３０
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負担の実態について並びに夜間大学院教官等

との違いについて

○教務職員の職務の性質と給与の頭打ち解消

問題について

○助手と教務職員の職務の違い及び一本化の

場合の問題点について

○助手の一部及び教務職員を技術職員に転換

する場合の問題点について

○任期制教官の処遇改善の問題点，特にプロ

ジェクト用任期制教官の処遇改善の必要性に

ついて

4．国立大学教官等の待遇改善の要望について

委員長から，次のように説明があった。

新たに技術専門職制度が創設されたので，技

術職員として職務と責任に見合う処遇を求める

考え方は変わらないが，将来その時点で必ずし

も専門行政職俸給表にこだわらないということ

で要望書の文面から専門行政職俸給表適用を目

指すことについては削除した。組合からは，教

務職員の給与の頭打ち解消問題について強い要

望が出ており，各大学で教務職員の助手への振

替え等による対応が進められているが，それら

の点についてこの要望書で触れるかどうかとい

う問題もある。また関係大学からは，夜間主コ

ース担当教官の処遇改善について昨年の要望書

の文面と趣旨は変わらないが修正の意見が提出

されている。ついては要望書の原案を作成して

いただいた中村専門委員から，説明願ったのち

これらの点を含めてご審議願いたい。

ついで中村専門委員から次のとおり説明があ

った。

昨年の要望書の文面をもとに配付資料のとお

り要望書の原案を作成した。本年４月から技術

専門職制度が創設され，長年の懸案であった教

室系技術職員の処遇問題について一段落ついた

ので，「教育研究支援職員｣の部分に関する要望

の文面を修正し，各大学で横断的に実施できる

研修制度の新設の要望を加えた。その他若干の

文字を修正した。

以上ののち，各委員により，次のような点に

ついて意見交換があったのち，要望書原案の文

面を－部修正のうえ，了承し，総会に諮り承認

を得たうえ，関係方面に要望することが了承さ

れた。

○夜間主コース担当教官の勤務形態及び勤務

－ﾛ

．／擦窪、

5．人事院勧告の取扱に関する要望について

委員長から，次のとおり述べ了承された。

本要望は人事院勧告の内容を見て文案を作成

する必要があるので，例年のとおり，会長と常

置委員会委員長に要望書の文案作成及び提出時

期について一任していただきたい。

ヨ

6．委員会の今後の進め方について

委員長から，今後作業委員会で，夜間主コー

スの問題，教務職員の問題等審議して行きたい

と思うが，その他審議すべき問題があれば伺い

たい旨述べ，各委員により，次のような点につ

いて意見交換が行われた。

○私立大学から採用された教官に対する単身

赴任手当て支給の要望について

○技術部の問題を全国的な規模で情報交換す

る場の設置について

○部局長（副学長・学部長等）についての指

定職俸給表の完全適用について

○全学的な事項を審議する委員会委員・学長

補佐機関等の者に対する役職手当ての支給に

ついて

以上をもって本日の議事を終了した。

僻
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第５常置委員会

日時

場所

出席者

平成10年６月２日（火）１３：３０～１５：４０

国立大学協会会議室

中嶋委員長

吉田，北原，澄ﾉⅡ，内藤，水岡，高久，金城，加藤，池田，松浦，斉藤，西
村，桂各委員

（文部省）林留学生課長，山下留学生交流政策室企画調整係長，大路国際企

画課課長補佐，白間大学課課長補佐

『-４

中嶋委員長主宰のもとに開会。

議事に先立ち委員長より，学長交代に伴い新

たに第５常置委員会委員に就任された北原保雄

筑波大学長及び高久晃富山医科薬科大学長，

また今回初めて出席された松浦好治大阪大学教

授の紹介があった後，文部省出席者の紹介があ

った。

〔議事〕

教授・二宮教授の就任が了承された。なお，前

回ご承認を得なかったが，監事として澄川学長

の就任が了承されたので，本日，ご追認を得た

い。

また，先行事務局の職員を至急採用する必要

があり，英字新聞及び求人雑誌で募集したとこ

ろ40数名の応募があり，書類選考を行い，11名

に絞り，５月８日に先行事務局で面接試験を行

い，１名（島根国美子）の採用を決定した。

今後は文部省にバックアップをいただき，国

公私立大学団体の協力により，先行事務局の運

営を支援していきたい。

IPHmF19k-，

1．ＵＭＡＰ先行国際事務局の発足について

委員長より次のような報告があった。

ＵＭＡＰ先行国際事務局(以下，先行事務局と

略す）は，２年間という条件で，東京大学教養

学部のアメリカ研究資料センターの一室を借り

て発足した。前回委員会でご案内したように，

４月10日の正午から，神田の学士会館において

先行事務局立ち上げの披露パーティを開催し

た。パーティには，阿部会長及び第５常置委員

会所属の学長，また文部省からは雨宮学術国際

局長等にご出席いただき，本日，改めて感謝申

し上げる。

同日午前に，配付資料の通り，第１回目の先

行事務局の運営委員会が開催され，国大協から

は中嶋学長・桂学長・伊藤事務局長の運営委員

会委員の就任が了承されると共に，小職が運営

委員会委員長に選任された。また運営委員会の

下に設置される専門委員会の委員として，水岡

2．第６回ＵＭＡＰ総会について

委員長より，配付資料「SixthUMAPRefer‐

enceGroupMeeting25-27Augustl998」に基づ

き，次のように述べられた。

第６回ＵＭＡＰ総会が本年８月25日～27日に

わたり，タイのバンコク大学・大学省の主催に

より開催される。ニュージーランドにおいて開

催された第５回総会には，国大協より井村会長

(当時)が出席されたので，今回も出来れば阿部

会長にご出席願いたいと考えるが，本委員会所

属の学長等にも出席方をご検討いただければ幸

いである。

なお，各学長の参加経費は，国大協からの派

遣は別として，各自負担となるが，宜しくお願

'1曝慰、
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単位互換・学位認定等について大枠を定めたい

旨の提案があった。

続いて，国際企画課の大路課長補佐より，配

付資料「日仏シンポジウムの概要」に基づき，

シンポジウム開催案の説明があった。その要点

は以下の通りである。

開催時期：平成10年11月５日(木)～６日（金）

場所：東京（未定；安田講堂，三田共用

会議所を検討中）

出席者：各15名～20名。フランス側は，大

学長，教育省高官等。教育大臣の

出席も考えている模様。日本側は

国立大学長を中心に考えている。

その他：レセプションは文部省がセット。

参加経費は各大学負担。会議は日

仏同時通訳で行う。

なお，詳細は，更に先方と話を詰めて，改め

て相談したい。

これについて協議の結果，シンポジウム開催

の件は国大協総会に諮る，またドイツからの提

案の単位互換等の大枠の設定の件は第５常置委

員会で検討することとなった。

いしたい。

続いて，水岡委員より，次のような質問があ

った。

プログラムに記載の通り，第６回ＵＭＡＰ総

会では，①「ＵＭＡＰ国際事務局｣，②「ＵＭＡ

Ｐ憲章｣，③「UMAPCreditTransferScheme

(UCTS)」等の問題を協議することになってい

る。国大協が大きく係わっているのは，先行事

務局に関する諸問題であるが，先ず最初の先行

事務局の業務として，来る６月13日に東京で開

催される予定の第２回｢ＵＣＴＳ運営委員会｣が

あるが，その開催の準備状況を伺いたい。

この質問に対して，種を激しい意見の交換が

あったが，この問題は先行事務局の問題で，当

委員会で審議する事柄でないとの結論となり，

先行事務局の専門委員でもある，水岡委員を含

めた専門委員会で開催準備について協議するこ

ととなった。

ｐｂ

．J観鯉口、

3．フランス及びドイツとの大学間交流につい

て

委員長より，配付資料「ドイツ大学総長会議

副会長との会見概要｣｢フランス国立大学学長会

議議長団との会見概要」に基づき，次のような

報告があった。

フランス国立大学学長会議議長団のＡ－シ

ガノス（スタンダール大学長)，Ｊ、メランドー

ル（ルイ・パスツール大学長）等が，４月21日

に阿部会長を，また22日には中嶋第５常置委員

会委員長を訪問し，日仏間の高等教育シンポジ

ウムの日本開催の提案，及び３．４年生を対象

に社会制度を学ぶため日仏間で相互に学生を交

流するという計画の提案があった。

また，３月25日，ドイツ大学総長会議副会長

のＣ・ヴアイス氏他２名が阿部会長を訪問し，

4．ＡＡＣ＆Ｕ(米国大学協会)との交流につい

て

/顯愚、

委員長より，次のような報告があった。

ＡＡＣ＆ＵのJosephJohnston氏及びJane

Spalding女史には，去る４月16日～４月24日に

わたり，北海道・東北・横浜国立・京都大学を

訪問し，短期交換留学プログラムの視察及び関

係者との懇談のため来日された。なお，４月２２

日午後，東京外国語大学を訪問され，留学生交

流の問題について種念懇談した。

なお，AAC＆Ｕメンバーは昨年９月21日～３０

日にかけて，同じ目的のため，上記大学を訪問
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された。その際(９月25日)，広島大学主催によ

る「短期交換留学のための日米シンポジウム」

が開催され，その報告書が広島大学より送られ

てきたので，ご一読いただきたく配付した。

たな試験』調査研究協力者会議」を発足させる

予定であるので，是非とも国大協にあっても積

極的に議論に参画いただきたい。

以上のような説明があった後，概ね次のよう

な意見交換があった。

○現行制度は，日本に留学するためには非常

に障害が多い。TOEFLのようなものになる

か否かは別として，母国で受験できかつ入学

決定が得られるような，また，試験内容は国

語・国文学的な問題でなく，コミュニケーシ

ョン手段としての日本語という観点から能力

判定が出来るような，新たな試験制度を検討

願いたい。

○優秀な留学生をより障害の少ない方向で入

学できるよう改善していきたいと考えるし，

只今ご指摘の点も留学生の入学選考の在り方

に関する調査研究協力者会議が取りまとめた

「留学生の入学選考の改善方策について｣でも

基本的な考え方として提言されているよう

に，ある程度，母国にいて入学の目途が立つ

ような方向で改善していきたい。現在，どの

高等教育機関にも入学が未確定の状態で，日

本語学校への「就学生」として就学ピザで来

日し，アルバイト等をして頑張るというケー

スが往支にして見られるが，現状を改善し，

優秀な留学生を受入れて，日本の高等教育の

国際化・活性化を図るため，抜本的に試験制

度の見直しを検討いただきたい考える｡なお，

今回補正予算で，アジア通貨危機の影響を受

けている韓国等からの留学生に対して奨学金

充実の措置を講じたが，これと並行して現行

のアルバイト時間の規制緩和（１日４時間を

週28時間に緩和）を要請している。

○試験出題科目については，英語の承でよい

という考えの学部もあろう。新しい試験制度

5．日本語能力及び留学適性の評価のための新

たな統一試験について

委員長より，次のように述べられた。

このことについては，前回委員会において，

渡辺前留学生課長より説明を伺ったが，重要な

問題であるので，改めて，林留学生課長より説

明を伺いたい。

続いて，留学生課長より，次のような説明が

あった。

昨年，文部大臣の要請で開始された「留学生

政策懇談会」が，最近の留学生減の状況を踏ま

え，今後の対応策を検討し，それを第一次報告

として取りまとめた。外国の留学生にとって日

本の大学へのアクセスの経路がよく見えないの

で改善すべきである，欧米の大学のように透明

性の高い入学者選抜が出来るような方法を検討

すべきである等の懇談会の意見を踏まえ，第一

次報告では①大学及び留学生にとって利用しや

すい試験，②大学が留学適性を判断する上で効

果的な試験，を検討する必要性が指摘された。

この具体化に当たっては，例えば｢TOEFL」

や｢SATＩ」（日本語と基本的な教科の試験を実

施)のようにするか，場合によっては｢SATII」

のように更に専門的教科を加える等，幾つかの

選択肢が考えられるが，何れにしる透明性・信

頼性の高い，誰にでもわかる統一試験を開発し

たい。

日本語能力及び留学適性の評価のための新た

な統一試験の開発のため，本年度より日本国際

教育協会に予算をつけ，「｢日本留学のための新

`F1蕊､Ｉ．

'鋲顯１
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○大学が或るラインを公表することによっ

て，大学が格付けされ，優秀な学生が地方大

学に来ない事態が生ずることを危倶する。

○試験制度が改善された場合，別の弊害が出

て来る可能性があるが，新しく発足する「調

査研究協力者会議」で当然議論されよう。米

国の場合，TOEFLやＧＲＥは各大学とも公表

していない。

○学生にとっては，ラインが示されないと，

勉強の目標が立たない。大学は最低ラインを

示せばよく，直ちに大学のランク付けには結

びつかないと考える。

○現在，学部学生は１－２割程度である。学

部留学生の教育は手が掛かり，幸い私費留学

生統一試験と日本語能力試験があるため，受

入れなくてもよかった面があり，比較的うま

く機能していた。しかし今後，新しい試験制

度が出来ると，学部留学生についても，どん

どん受け入れてくれ,ということになるのか。

○個人的には，今までのような方法は望まし

くなく，変えていきたいと考える。今後は，

大学推薦を中心とし，また私費留学生につい

ても種灸ある奨学金の受給可能な優秀な学生

を大学が選抜し，受け入れて教育してほしい

と思う。

概ね以上のような意見交換の後，委員長より

次のように諮られ，了承された。

去る５月19日，国大協事務局を通して，文部

省留学生課より「『日本留学のための新たな試

験』調査研究協力者会議」の委員として，第２

常置委員会と第５常置委員会から各1名の推薦

依頼があったので，第５常置委員会からは小職

が参加する旨回答したので，ご追認いただけれ

ば幸いである。なお，第２常置委員会からは杉

岡委員長が推薦された。

Ｉ土，それぞれの大学・学部等の意向で受験科

目を決められるのか,その点はどうなるのか。

○その問題を含め｢｢日本留学のための新たな

試験ｉ調査研究協力者会議」で検討いただき

たいと考えている。優秀な留学生を受け入れ

るため，教科についても，ある程度，能力が

測れる試験科目をオプションとして選択でき

るような，弾力性のある試験制度が望ましい

と考えるが，全てのニーズに対しきめ細かく

対応するのは困難である。

○日本の高等学校学習指導要領に基づき試験

問題を作成すると非常に難しい問題となるの

で，素質があり，将来伸びる人を選抜できる

ような問題作成の仕方を工夫いただきたい。

○配付資料「留学生のための新試験の改善の

視点と構成試案」に記載の通り，必要最小限

のものは盛り込むことになろうが，今後の方

向性としては①各大学の渡日前入学許可の普

及，②書類選考を重視した入学選考（現地校

成績等による評価，面接・論文等による評価

等)，③新試験の活用(現地における複数回実

施)等，極力，TOEFLやＧＭＡＴに近い形の，

学生が利用しやすい試験形態にしたいと考え

ている。

○法務省が一番危倶するのは支弁能力であ

る。国費留学生とか，奨学金が予約済であれ

ば問題ない。現在の留学生は片道切符で来日

し，アルバイトしながら勉強し，大学入学を

果たすという形が大部分を占めると言っても

過言でない状況であるが，母国において，ど

の大学で，どの専攻を学び，卒業後の自分の

姿が描けるような状態で受け入れることが出

来るようにならないと優秀な留学生が来ない

ので，この辺が改善すべき第一歩と思ってい

る。

．/HmMME、

J騒司ｂ
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会の審議状況を説明したい。

引き続き，配付資料「大学審議会組織運営部

会関係資料」に基づき，詳細な説明があった。

その主要説明事項は次の通りである。

（１）大学の組織運営システムの改革（総論）

①大学運営の自主性・自律性の確保

②情報公開や評価を進め，適切な競争的環

境を設定

③責任ある意思決定を行い得る組織運営体

制を整備

（２）大学の組織運営システムの改革（論点）

〔論点１〕学内の機能分担の基本

①学長を中心とする大学執行部の機能の明

確化

②評議会と学部教授会の機能分担の明確化

③執行機関と審議機関との機能分担の明確

化

④教官人事に関する意思決定の在り方

〔論点２〕審議機関の運営の基本

〔論点３〕大学運営協議会（仮称）の設定，等

（３）客観的評価システムについて（論点案）

①客観的評価の必要性

②客観的評価システムの具体的な在り方

③資源の効果的配分と評価

以上の説明に関して,若干意見交換があった。

6．ＪＵＳＳＥＰ小委員会委員の交代について

委員長より次のように述べられ,了承された。

東北大学の木村力雄留学生センター長には，

去る３月末日をもって退官されたが，引き続き

委員会参加の申し出があり，その後任として，

田口喜雄教授の推薦があった。

国大協会則では，小委員会委員は常務理事会

の承認を得る規定になっているため，去る５月

15日開催の常務理事会に付議し，了承を得たの

で，本日，ご追認いただきたい。

なお，委嘱期間は，平成10年６月１日～平成

11年12月14日である。

浜1,1､い

7．大学審議会の審議状況について

委員長より，次のように述べられた。

大学審議会，特に「組織運営部会」において

大学の組織運営システムの改革の議論が急速に

進んでいるので，本日，文部省より審議状況を

説明いただくこととした。

次に，白間大学課課長補佐より，次のように

述べられた。

大学審議会は，組織運営部会，大学院部会，

基本構想部会，大学教育部会等で構成されてい

るが，部会の審議状況を「中間まとめ」として，

６月末に公表する予定になっている。本日は実

際，会議に配付した資料に基づき，組織運営部

'鰯簿、

以上をもって本日の議事を終了した。
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第７常置委員会

日時

場所

出席者

平成10年５月11日（月）１３：３０～１６：００

国立大学協会会議室

丸山（工）委員長

丹保，久保，吉田，廣田，時澤，佐藤，山下，小澤，小坂，溝上，岡東，中
野各委員

小山，藤野，六本各専門委員

（文部省）田中人事課長，高橋人事課副長

丸山（工）委員長主宰のもとに開会。

議事に先立ち委員長から，新たに委員となら

れ，前回（４月２日）出席できなかった溝上泰

鳴門教育大学長及び教員委員の山下廣順名古屋

大学教授を改めて紹介したのち,議事に入った。

〔議事〕

て行きたいが，この文案作成について可及的速

やかに，本委員会で検討願いたい旨阿部会長か

ら申し出があったとの経過説明ののち，この緊

急課題の審議について諮られ了承された。

ついで，委員長から，この問題の審議日程に

ついて，阿部会長からの要請も踏まえ６月中旬

開催予定の国立大学協会総会に間に合うように

したい，そのためには，６月２日（火）に第７

常置委員会を開催し，要望書原案をまとめる方

向で進めたいとの提案があり，了承された。

引き続いて委員長から，過日，文部省官房人

事課に赴きこの問題に関し意見交換をしてきた

との報告があったのち，本日，同省田中人事課

長及び高橋人事課副長にお越しいただいたの

で，ご説明願いたい旨述べられ，田中人事課長

から配付資料「国家公務員倫理法案について」

に基づき次のような説明があった。

J虎､顯勺､

1．国家公務員倫理法案大綱(案)要旨について

委員長から，この度，緊急案件として阿部会

長から今国会に上程されている国家公務員倫理

法案に関連し，この問題を早急に本委員会で検

討願いたい旨要請があった.

これは，既にご承知のとおり今国会において

審議中で，会期末（あと１ケ月位）までに同法

案が成立する見込みと聞いている。この法案が

成立した場合，既に各国立大学が定めた倫理規

程では対応し得ないこととなり新たな法律のも

とで国家公務員全体に適用されることになる。

このような状況の下，全国立大学においても

大きな関心事で，今後国立大学としてこの問題

に対しどのように対処すべきか阿部会長が文部

省と話し合われた結果，文部省関係においては

この法律を受けて国立大学教職員等も含め，細

部にわたる新たな倫理に関する文部省訓令が制

定されこれに従うことになるとの話であった。

この訓令制定にあたり，国立大学協会として

要望書を作成し，文部省へ提出する方向で考え

/剣H詮、

Ｉ国家公務員倫理法制定の経緯

○国民の信頼を損なう－部公務員の不祥事を

機に，国家公務員倫理法制定の声が高まる。

○政府において「公務員倫理問題に関する検

討委員会」を設置して検討作業を行ってきた

が，自民，社民，さきがけそれぞれが，議員

立法による必要があるとの考えで，与党とし

て国会提出を決定。

○自民党は,｢公務員倫理法制定に関する調査
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（２）贈与等の報告

○対象：本省課長補佐級以上の職員(行(－）

の場合７級以上の職員）

○本省課長補佐級以上の職員は，関係事業者

以外の事業者等から金銭，物品その他の財産

上の利益の供与・供応接待及び職務に基づい

て提供する人的役務に対する報酬の支払いを

受けたときは，各省各庁の長又はその委任を

受けた者に四半期ごとに贈与等報告書を提出

しなければならない｡（１件につき５千円を越

えるものに限る）

報告事項としては，

①受けた利益又は当該支払いを受けた報

酬の額

②利益を受け又は当該報酬を受けた年月

日及びその基因となった事実

③事業者等の名称及び住所

④その他国家公務員倫理規程で定める事

項

以上の項目により報告しなければならな

い。

○指定職以上の者について，各省各庁の長等

は，贈与等報告書の写しを国家公務員倫理審

査会に送付しなければならない。

○何人も，各省各庁の長等に対し，贈与等報

告書（利益，報酬の価格が１件につき２万円

を越える部分に限る｡)の閲覧を請求すること

ができる。

（３）資産等及び所得等の報告

○対象：本省局長級以上の職員（指定職俸給

表７号俸以上の俸給受給者）

○資産等の報告として，本省局長級以上の職

員は，就任日において有する土地・建物等の

資産，就任日以降新たに有することとなった

土地・建物等の資産について，資産等報告書

特別委員会」及び同ワーキングチームの下で

検討を進め，３月31日に自民党の倫理法案大

綱を公表。

○与党三党は,｢与党公務員倫理に関する協議

会」及び同ワーキングチームにおいて，４月

１４日与党法案大綱，５月６日「国家公務員倫

理法案」をまとめる。現在各党において党内

調整が進められており，５月12日か13日頃に

国会に提出される予定となっている。

○なお，野党各党・会派も「国家公務員の倫

理保持に関する法律案」が国会に提出されて

いる。与党案より厳しい内容となっている。

Ⅱ国家公務員倫理法案の概要

１．法案の概要

（１）国家公務員倫理規程

○対象：一般職の国家公務員全般

○職員の職務に利害関係を有する者からの贈

与等の禁止，制限など国民の疑惑や不信を招

くような行為の防止のために遵守すべき事項

に関する国家公務員倫理規程（政令）を定め

るものとする。従って，この規程においては，

関係業者から，国家公務員である係員から事

務次官に至るまで贈与・接待を受けてはなら

ないことが定められる予定である。また，関

係業者からの湯茶接待等のよしあしも踏まえ

て，制限の文言が入るやに聞いている。

○具体的に，職員に利害関係を有する者，す

なわち関係業者とはどこまでの範囲を指すの

か，また，職種によって異なることから，各

省各庁の長は，国家公務員倫理審査会（人事

院に設置）の同意を得て，所属職員の職務に

係る倫理に関する訓令を定めることができる

とされている。この訓令の制定にあたり，文

部省関係については一本化の方向で考えて行

きたい。

/認､１９≦

侭:蕊､）
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等を各省各庁の長又は委任を受けた者に提出

しなければならない。また，各省各庁の長等

は，当該資産等報告書等の写しを国家公務員

倫理審査会に送付しなければならない｡なお，

資産等には，土地・建物以外に郵便貯金他，

金銭信託，有価証券，自動車，船舶･航空機，

美術工芸品，ゴルフ会員券，借入・貸付等も

含まれている。

○所得等の報告として，本省局長級以上の職

員（前年１年間を通じて本省局長以上であっ

た者に限る｡)は，前年の所得金額，贈与税の

課税価格について，所得等報告書を各省各庁

の長又は委任を受けた者に提出しなければな

らない。

また，各省各庁の長等は，当該資産等報告

書等の写しを国家公務員倫理審査会に送付し

なければならない。

以上のように，この倫理法案の骨子は，職

員全員が遵守しなければならないこと，補佐

級以上職員の報告義務，局長級以上職員の報

告義務の三本柱で成り立っているところであ

る。

（４）国家公務員倫理審査会（人事院に設置，

構成は会長他４名）

○公務員倫理一般に関する業務

○報告書の審査等に関する業務

①審査：贈与等並びに資産等及び所得等

の報告書の審査

②調査：任命権者に対し調査等を求め，

任命権者の行う懲戒処分につき承認す

る。倫理法違反の疑いがあり，倫理の保

持に関し特に必要があると認めるとき

は，証人喚問，資料提出等を求めること

ができる。

③勧告：任命権者に対し職員の職務に係

る倫理の保持を図るため監督上必要な措

置(懲戒処分を含む｡）を講ずるよう求め

ることができる。

④懲戒：職員を懲戒手続に付することが

できる。

（５）その他

○倫理監督官の設置

各省庁に職員の倫理の保持に関する指導助

言を行う倫理監督官を置く。倫理監督官には

各省庁の事務次官を充てる予定。

○国会の関与

各議院又はその委員会は，政府に対して国

家公務員の倫理の保持の在り方について勧告

する。また，政府は，年次報告を国会に提出

する。

○違反者に対する制裁措置

国家公務員倫理規程違反，贈与等の各省各

庁の長への報告違反，資産等の各省各庁の長

への報告違反は，国家公務員法上の懲戒対象

となる。また，国家公務員倫理審査会又は任

命権者による懲戒処分概要の公表を行う。

○特殊法人等の譜ずる施策等

政府出資を受けている法人等は，国の施策

に準じて職員の倫理の保持のために必要な施

策を講じなければならない。各省各庁は，特

殊法人等が識ずる施策について必要な監督を

行うことができる。

○地方公共団体の識ずる施策

国の施策に準じて地方公務員の職務に係る

倫理の保持のために必要な施策を識ずるよう

努めなければならない。

IⅡ教育公務員等に関する特例

（１）国立大学の教員等に関する特例

教特法との関係上，国家公務員倫理審査会の

権限について国立大学の教員等に関する特例を

馨〆1mP、

/銀⑭、
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て，このことに関し，先に述べたことも含め今

後どのような取組承姿勢で臨むべきかとの提言

がなされた。

これに対し，文部省から，本年秋頃から政令

の策定協議が始まるのではないかと考えてい

る。また，国家公務員倫理審査会が発足する以

前の秋口までの間に事前の準備として早めに進

めておくのが望ましい。どのような要望書にな

るのか定かでないが，それはそれとして，秋口

まで少人数での協議も継続可能であり，本省関

係部署も含めた協議の場も必要かとの思いもあ

る。その際は，改めて相談したい。

ついで，委員長から，本委員会として，先に

述べたとおり本件に係る要望書原案の作成要請

を受け，本日からその作業に取りかかることに

なる。これからの進め方として，まず文案内容

のガイドラインは，本日の意見交換，さらに今

後の文部省との折衝等も踏まえ，明確な条件を

付すような内容ではなく，ある程度，抽象的な

文書にならざるを得ないものと考えている。な

お，時間的な制約もあることから文案作成に際

し，各委員から，これに関するご意見等を委員

長にお寄せいただき，それらを参考にしつつ，

早急に，たたき台の素案作りに着手したい。つ

いては，この作業を委員長以外に丹保委員，小

山専門委員にも加わっていただき検討していき

たいと思う。また，５月15日に常務理事会が開

催されるので，その際に提案し，ご意見を伺う

予定である。これらを総合的に勘案したうえで，

次回の第７常置委員会にご提案し，ご検討願う

とともに，最終的には会長，副会長にご一任願

うことになる旨の発言があり了承された。

定める。

○調査権限：大学の教員等に対して国家公務

員倫理審査会が調査権を直接行使するのでは

なく，文部大臣を経由して大学管理機関に必

要な調査を求める。

○懲戒権限：国家公務員倫理審査会が大学の

教員等に対して懲戒権を直接行使するのでは

なく，文部大臣を経由して大学管理機関に懲

戒審査を求める。

（２）教育公務員等に関する特例

教育公務員の職務の特殊性から，一定の責任

を有している者を対象として贈与等及び資産等

の報告義務を課す。

○贈与等の報告：指定職俸給適用者，及び教

育職俸給適用者にあっては，教育職（一）４

級以上，同（二）３級以上，同（三）３級以

上，同（四）３級以上の管理職手当受給者を

対象。なお，参考までに教育職（－）相当で

言えば，約６万３千人，その内４級以上が約

４万２千人で，この内，管理職手当受給者が

約３千人おり，これが対象となる。

○資産等の報告：指定職俸給表７号俸以上の

俸給を受ける学長を対象。副学長は対象外。

なお，この教育公務員等に関する特例につい

ては，まだ法律の中身で不明確な部分もあり，

文部省としては，国大協を始め関係各位のご意

見も聴きながら，文部省訓令を定める際に，教

育・研究業務等の阻害要因にならないよう留意

しながら国家公務員倫理の徹底には十分意をも

ちいて対処して行きたい。

箙為へ「

'輌顯）

以上の説明ののち，質疑応答が行われた。

ついで，委員長から，この問題について，本

日初めて文部省の意見を拝聴したところである

が，種盈問題もあるようなので，本委員会とし

２．１情報公開法について

委員長から，４月２日の本委員会でご審議し、
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ただいた際に，情報公開法の専門家の方にご意

見を伺うこととし，早速，お願いしたところ，

東京大学法学部小早川教授から本日お配りした

資料のとおりコメントをいただいたところであ

る。そのコメントの中に数点の重要なアドバイ

スがある。その一点は，情報公開法が適用され

た場合に各大学におけるこの問題に対応するシ

ステムのあり方，第二点目として開示・不開示

の教援会等の審議を要することに伴う手続き上

のあり方，すなわち時間的な制約も踏まえ，各

部局教授会或いは部局長会議等とは別のシステ

ムで対応した方がよいとのご示唆もある。しか

し,この点に関する学内組織のガイドラインは，

本委員会として,おって検討することとしたい。

また，開示・不開示の基準に関する要注意事

項等についても丁寧なご指示をいただいたとの

経過説明があったのち，本件に関し，６月の国

大協総会でご審議いただくため，本案を提出す

ることになっているので，この取組みも含めて

ご意見を賜りたい旨，発言があった。

主な発言内容は次のとおりである。

○小早川教授の意見の中で，開示・不開示の

決定は学長名で行うとあるが，これは学長に

責任を負わせると言う意味なのか。むしろ各

部局の主体性を尊重し，かつ現状を知って貰

う意味からも部局長にも責任を持たせること

が肝要であり，何でも学長と言うことでなく

責任の所在を明確化することが大切である。

○部局固有の事柄については部局長の責任

で，大学全体に関わることについては学長の

責任と言う区分けをしておくことも重要であ

り,情報公開法が成立する前に,この点につい

てのガイドラインを決めておく必要もある。

○情報公開法が今国会に上程され，この法案

が何時成立するかは定かでないが，仮に開

示・不開示が指定期日内に決められなかった

場合には，何らかの罰則を受けることになる

のか。その際，学長，部局長のいずれに適用

されるのか，未確認情報の段階であるが，い

ずれにせよ法案審議から施行に至まで多少時

間がかかるものと思われるので，この間に事

前の準備をしておくことも大事であり，また，

情報公開には開示・不開示と言う問題がある

ことを国大協メンバーに知っていただくこと

も大切である。

○総会への取組としては，各国立大学におい

て，この秋ぐらいまでにこの問題に関する議

論をしておくことが必要である。そのための

たたき台として３大学作成の行政文書資料及

び小早川教授の意見書も提出し，それらを参

考にしていただきながら各大学で検討のう

え，その検討結果を，後日国大協にお寄せい

ただくことで対処してはどうか。

○ただ，国大協総会へ行政文書資料を提出す

る際に，皆さんに分かり易い方法として，本

委員会が今まで検討して来た基本的な論点も

踏まえ，前書きのようなものを添えて提出す

れば理解が得やすいのではないか。

概ね以上のような意見交換の後,委員長から，

今までの議論も踏まえ，国大協総会に臨む本委

員会の取組としては３大学作成の行政文書資料

及び小早政教授の意見書を提出することとし，

この提出資料の前書き文案については，佐藤委

員にお願いする旨の発言があり，了承された。

ゲ勺

諄「:1mHh

/…ハ

3．著作権問題について

委員長から，先の委員会で六本専門委員に纏

めていただいた「国立大学における文献複写に

関わる著作権処理に関する当面の方針について

(案)｣をご説明いただき，ご討議いただいたとこ
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及」を「不遡及」に訂正のうえ，了承された。

なお，これらのことを踏まえ，六本専門委員

に改めて文書を作成願い，それを本委員会の意

見として国大協総会に報告することとした。

ろである。その後，著作権の担当窓口である文

化庁著作権課と接触する機会があったので，そ

の際に，本委員会として，この（案）で，現在

検討を進めている旨，説明したところ一部修正

願いたいとの申し出があった。それは，日本複

写権センターの法人格取得の有無に関して同セ

ンターは現在のところ法人格を取得せず，任意

団体であるので文案記載の「社団法人及び法人

化された………1998年４月」の部分について削

除してもらいたいとの要請があった旨，説明が

あり，ついで，このことに伴う同案の文書につ

いて再度検討した結果，同案下段２行目の「遡

4．助手問題について

このことについて，委員長から，本日は倫理

法に多くの時間を割いた関係で，重要な課題で

もあるこの問題を討議する時間的余裕がないた

め，次回以降に審議したい旨，発言があり，了

承された。

以上をもって本日の議事を終了した。

とP

`緑慰bぃ

第７常置委員会

平成10年６月２日（火）１３：３０～１５：３５

学士会分館（本郷）６号室

丸山委員長

丹保，久保，吉田，廣田，時澤，佐藤，小澤，小坂，溝上，岡東，細ﾉⅡ各委

員

小山，藤野各専門委員

（説明者）宇賀東京大学法学部教授

日時

場所

出席者

丸山委員長主宰のもとに開会。

議事に先立ち委員長から，丸山和博京都工芸

繊維大学長が本年５月31日付けで任期満了とな

り，後任として木村光佑同大学長（本日欠席）

が６月１日付けで就任し，これに伴い同学長を

本委員会に新たにお迎えすることとなった旨報

告があったのち，前回の委員会で議論した倫理

法に関し，その後，専門家の立場からご意見を

聞く必要もあるとの判断から，関係者とも相談

した結果，東京大学長のご配慮で行政法を専門

とされている同大学法学部宇賀克也教授をご推

薦いただき，本日，ここにお越しいただいたと

の経過説明があり，同教授の紹介があった。

〔議事〕

1．国家公務員倫理法について

委員長から，宇賀教授は本日お忙しい中お越

しいただいた関係で，時間的制約もあることか

ら，この問題については質疑応答形式で進めた

いとの発言があり，了承のうえ,討議に入った。

その主な内容は次のとおりである。

○まず,基本的な事柄についてお聞きしたい。

間もなくこの法案が今国会に提出され，会期

内に成立する予定と聞いているが，この法案

を見る限り法律そのものは抽象的な書き方に

なっており，詳しいことは政令で定め，さら

に訓令で定めるとなっているようである。現

在，本委員会として文部省と折衝している段

'認顯！
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の具体的な基準が出てくれば，訓令もそれに

沿って作らざるを得なくなる｡ただこの法律，

政令で定められていない部分があれば，訓令

の段階で，ある程度の制定憲章の裁量の余地

はあると思われるが，法律，政令で明確にそ

の範囲が定められてしまえば，訓令の段階で

はどうしようもないことになる。

○国家公務員倫理法案の－項目に「職員の職

務に利害関係を有する者からの贈与等の禁

止」が掲げられている。この「職員の職務に

利害関係を有する者」のとらえ方であるが，

一般常識的に見て許認可を有する者が関連民

間企業等と関係を有することは好ましくない

のは当然のこととして理解できるが，それを

大学に当てはめた場合に，職務に利害関係を

有する者の中に学生も含まれるのかどうか，

その点に関し，ご意見を伺いたい。

○法律制定には，ある条文が明示されるわけ

であるが，その際にその文言をどう解釈する

かと言うことになる。しかし，法律制定の段

階ではそのような細かな部分まで考えていな

いと思われる。むしろ政令ないし訓令のレベ

ルで定めることになるのではないかと思う。

ただし，法律の段階で，仮にこれが定められ

れば，それに従わざるを得ないことになる。

○そうすると，大学における職務に利害関係

を有する者の定義付け，或いは，その取扱に

関し，文部省が訓令作成の段階において定め

るものと理解してよいのか，また，今国会で

法案が成立した場合，来年４月１日付け施行

と聞いているが，この際，政令策定の時期は

いつ頃になるのか，併せてそのご意見をお聞

かせ願いたい。

○訓令か政令か，いずれの段階でこれを定め

ようとするのか，また，政令の中身も分から

階であるが，これは，訓令の部分に関する事

項について意見聴取をしていると聞かされて

いる。

ついては，この法律と政令と訓令との関係

がどのようになっているのか，よく理解でき

ていないこともあり，これらの点についてご

説明をお願いしたい。

○法律は国会が制定するもので，政令は内閣

が制定するものである。法律が上位の規範で

あり，政令は法律に違反するものであっては

ならないことになる。また，政令の下に各省

が省令を定めることも多い。訓令は各上級行

政機関の長が下級の行政機関に対して命ずる

かたちのものであって，対外的には法的拘束

力がないもので，裁判所では，訓令に法解釈

上拘束されるものではない。また，訓令も法

律，政令の内容に反することはできないと言

うことになる。

○訓令を定めるにあたって，各行政機関それ

ぞれが異なるような定め方もあり得ると解し

てよいのか，その点についてご意見をお聞か

せ願いたい。

○文書管理を例にして言えば，各省それぞれ

が訓令でその取扱を定めているが，同じ文書

管理であっても各省保存年限が異なる定め方

もされている。これは，それぞれの訓令の制

定憲章によって違ってくることで，これまで

はそれで済んだが，法律で基準が定まってく

るとそれに反する訓令は出来ないことにな

る。文書管理でも，今回の情報公開法では基

本的な責務が法律で定められ，それを受けて

政令で基準を定めることになり，各省庁それ

ぞれが政令の基準に従って文書管理に関する

定めをして行くことになる。今回の公務員倫

理法に関して言えば，法律，政令である程度

賑/鰕団ﾘヘ
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ない状況で一概に言えないが，政令でこのこ

とを規定すれば，その段階でこの問題は決着

することになり，訓令はそれに従うことにな

る。また，日程的なことでは，いろいろな事

例もあるが，基本的には法律施行日と併せる

ことになるので，施行日前までに決めておく

ことになる。

○国立大学教員と一般職員との大きな違い

は，教員には教育公務員特例法が適用されて

いる。今回の法案では，罰則の点で，一般公

務員は人事院に設置されるであろう国家公務

員倫理審査会に委ねられるが，教員は大学管

理機関に委ねられるようである。

このような異なった取扱がなされるのは，

現行の「教育公務員特例法」の条文の中にあ

る「準じて」という文言解釈に基づいて考慮

されたものなのかご見解をお聞かせ願いた

い。

○教育公務員の場合，現行教育公務員特例法

に基づき，懲戒は大学管理機関が行うと定め

られている。何故そうなのかと言えば，単な

る立法政策問題と言うことよりも，その根底

に憲法原理があると言うことである｡つまり，

日本国憲法は学問の自由を保障しており，そ

の根幹部分として憲法上大学の自治が制度的

に保障されていることになる｡今回の法案が，

この根幹部分について，必ず守られているこ

とが大切で，それに反するようなことがあれ

ば憲法上の問題になると思われる。

すなわち，国家公務員倫理審査会等が大学

の自主性を損うような仕組柔で行おうとすれ

ば，それは違憲の疑いがあると言わざるを得

ないと思う。従って，大学の独自性が如何に

尊重されているかが重要である。

○今回の法案を見る限り，教育公務員の職務

の特殊性から，一定の責任を有している者を

対象として報告等義務が課せられている。こ

れは法律制定の段階で明記されてしまえば，

どうしようもないのか，或いは改正の余地が

あるのか。また，この法案策定担当部署はど

こになるのかお教え願いたい。

○今のところ，法案が今国会に提出されてい

ないが,次期臨時国会に提出されるとすれば，

時間的な猶予があるので，その間に，改正の

要請を行う余地もあるかも知れない。この法

案が制定されようとしている社会的背景は理

解できるとしても，大学の教官は一般公務員

と相当違う職務内容になっている。その意味

からも，多くの束縛を受けることは，教官に

期待されている社会的貢献の抑制に繋がりか

ねない思いがする。

また，この法案は，議員立法なので，衆参

両院いずれかの担当法制局がチェックを行う

ことになるが，ここでは法制面でのチェック

だけで，立法政策的な問題に関しては立ち入

らないのが建前となっている。従って，提案

政党の関係委員会と言うことになるかと思

う。

概ね以上のような質疑応答が行われ，宇賀教

授が退席されたのち，委員長から，５月開催の

本委員会でご討議いただいたところであるが，

早速，要望書作成に係る打合せのため，過日文

部省人事課を訪問し，高橋人事課副長と面談，

意見交換を行ってきたとの報告があった。つい

で，要望書原案作成については，丹保委員，小

山委員からのご意見，また，各委員からお寄せ

いただいた意見，さらに文部省との折衝で得た

意見等も参考にしつつ,たたき台の素案を作成，

かつ，会長，副会長とも相談のうえ，今日お配

りした要望書（案）が纏まったとの経過説明が

●
一

'ご寵?、．
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あり，本日はこの（案）を基にご議論願うこと

になるが，これは６月５日の理事会及び６月中

旬の国大協総会にお諮りしなければならない。

緊急課題でもあり，また，時間的余裕もないこ

とから，本日の委員会で最終結論を出したいと

の提言がなされ，討議の結果，字句の一部修正

があり，了承された。

同委員から説明があり，種☆検討の結果，原案

どおり了承された。

引き続いて，委員長から，この問題は各大学

においても重要な課題であり，法案成立後，迅

速な対応が求められることになるかもしれな

い。その意味では，各大学における対応策を予

め検討しておくことも必要と思われるので，本

日の本委員会における検討結果を踏まえて，６

月５日の理事会及び６月中旬の国大協総会にお

諮りしたうえで，各大学に検討をお願いする方

向で進めたいとの説明があり，了承された。

なお，委員長から，本日議題として挙げてあ

る助手問題については，緊急課題である倫理法

に時間を割いた関係で，この問題を討議する時

間的余裕がなく，次回にご審議願うこととした

い。また，著作権問題についても先の委員会で

報告（案）が纏まりご承認をいただいたところ

であるが，この両案件についても経過説明を含

め理事会及び国大協総会に報告する旨，説明が

あり，了承された。

以上をもって本日の議事を終了した。

2．情報公開法について

委員長から，今までの議論も踏まえ，佐藤委

員に本委員会での纏めに関する文案作成を前回

の委員会でお願いしたところであるが，本日，

お手元に配付した「情報公開法に関する国立大

学の対応について」がその文案である。最新の

情報では，この情報公開法が今国会で成立する

可能性は少なく，継続審議になるのではないか

と聞いている。また，この問題に係る入試及び

病院関係については，各関係者の方☆にお願い

しているところであるが，まだ，ご返事をいた

だいていないとの説明ののち，同案について佐

藤委員から説明願いたい旨述べられ，ついで，

T11mmP、

医学教育特別委員会

日時

場所

出席者

平成10年５月６日（水）１３：３０～１６：００

国立大学協会会議室

鈴木委員長

丸山，山崎，小澤，原田，齋藤，江口各委員

(…

前医学教育特別委員会の委員長代理であった

鈴木委員（東京医科歯科大学長）が，委員長が

互選されるまでの間，座長となることが了承さ

れ，開会した。

〔議事〕

前医学教育特別委員会は，３月末で期間満了

により廃止されたが，国立大学協会としても継

続審議しなければならない次のような問題があ

るので，医学教育特別委員会を再設置すること

になった。

与党の医療保険制度改革協議会や財政構造改

革会議の閣議決定では，医師，歯科医師が将来

的には過剰になるのではないかとのことで，医

1．経過報告

座長から，次のような説明があった。
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医師の稼働率等の推計の前提条件をどのように

考えるか,②毎年7,700人近い医学部卒が出てい

くことは多いのではないか，③医師の過疎地域

もあり国民は医師が過剰とは考えていない，④

医療費の面の象から考えて医師数を抑制するの

は間違いである，⑤過剰になるという人口10万

人当り240人の医師数は米国等と比較すると過

剰と言えないのではないか,等の問題点がある。

厚生省の医師の需給に関する検討会の最終報告

が近く出されるが，平成32年を目途に概ね10％

の新規参入医師の削減を，入学定員の削減，医

師国家試験の改善その他の方策を組糸合わせて

行うという結論になりそうである。文部省とし

ては，入学定員を減らすことが，医学，医療が

２１世紀に向けて発展する障害になるようでは困

るというのが基本的姿勢である。私立大学はど

うして削減しないかという問題もある。医師，

歯科医師の削減について，現時点で考えるとや

はり若干名は削減していかなければならないと

思うのでこの点についてご審議願いたい。

ついで各委員により，次のような意見交換が

行われた。

○私立大学が定員削減に消極的なのは，資金

を投じ医学教育を担い社会に貢献してきて，

定員削減は経営上支障を生ずるということと

思う。３つの特殊な医科大学は目的を達成し

必要がなくなったのだから，そちらを先に考

えよとの意見もあるようである。

○私学も国庫補助を受けており，私学も削減

するよう頼みたい。入学定員削減ができなけ

れば医師国家試験を難しくし，受験回数制限

等で出口で絞ることになるが，それは私学が

一番嫌なことであろう。国費の無駄使いにも

なりかねない。

○私学が経営上の支障を生ずるため入学定員

療費抑制の面から，その対策として，医学部入

学定員の削減等を打ち出しており，厚生省の政

策会議では，①養成過程の入口での調整（医学

部，歯学部の入学定員の削減･適正化)，②養成

過程の出口での調整（医師国家試験の合格者数

の抑制)，③医師資格取得後の調整(保険医の定

数制，定年制）が審議されている。そしてこれ

を受け厚生省の医師の需給に関する検討会及び

文部省の２１世紀医学・医療懇談会（以下「懇談

会」という｡）等でこの問題を審議している。つ

いては本委員会としてもこれらの閉題とくに入

学定員の問題について検討する必要がある。ま

た医学部の学士入学実施も大きな社会的反響を

呼び応募者が殺到している。大学審議会の大学

院の在り方についての議論の中でもメディカ

ル・スクールについて触れられており，それに

ついても国大協としても見解を示すため審議し

ておく必要があると思う。

/P､霞N､トン

2．委員長互選について

座長から，委員長互選について諮られ，協議

により鈴木委員（東京医科歯科大学長）が委員

長に選出された。

3．医師，歯科医師の需給問題について 瓜燕薊Ｉ

委員長から，次のような説明があった。

ご存知のとおり昭和61年に，平成７年に新た

に医師となる者を10％，歯科医師となる者を２０

％程度抑制する計画がたてられたが，現在まで

に医師について国立大学は10.5％，私立大学は

5.0％，公立大学は0.8％の削減が行われ，全体

で7.7％となっている｡最近この10％削減を達成

しても，なお将来，医師，歯科医師が過剰にな

るのではないかとの推計が出ている。これにつ

いて，①将来の医師需給の推計について，女性

,イ



削減ができないならば，経営が成り立つよう

助成金を増やして入学定員削減を行わせるこ

とも考えお願いすべきである。

○厚生省の委員会の推計では高齢医師の稼働

率を90％と見倣して医師需給の推計を出して

いるが，実際に４大学で調査したら56％程度

であった。推計はなかなか当たらないことが

多い。

○定員削減はその場凌ぎの方策と思う。医師

の質を向上させるためにも，本来このような

問題は自然淘汰に任せるのが良い。

○推計が正しいならば，入学定員を削減すべ

きである。医師国家試験で制限したら，６年

間，高い費用を使い教育した何千人が職を得

られず，個人にとっても無駄で，国としても

税金の無駄使いになる。

○歯科医師の方は，１人の医師に患者が１日

１９人しかいないという話もあり，私学の方か

らは，国立大学は入学定員を削減し，研修医

を私大から受入れよと持ち掛けてくる状況も

あるように聞いている。

○入学定員，医師国家試験，保険医の定数・

定年の３つを少しずつうまく組み合わせ対応

すべきと思う。一定年齢で医師の診療資格を

全部奪われるのは夢を無くしてしまう。

○厚生省は医師が１人増えると医療費は１億

円増加すると計算している。

○患者は医者めぐりをし，医療費が増える。

国民に医療とはどのようなものか教育する必

要がある。

○文部省の委員会では，入学定員削減は①

国・公・私立大学間の均衡，②各地域におけ

る現在の医師数，医療提供体制の現状，③こ

れまでの定員削減の状況，④各大学の教育研

究上の重点の置き方の相違による機能分化，

⑤卒前卒後を含む教育体制，等を考慮しなが

ら考えねばならないという話が出ている。そ

の他特定分野に専門医が偏在している現状是

正のため，医師の専門分野ごとの適正配置促

進を配慮しながら入学定員を削減するならば

どうか，また大学院を重点化し研究に重点を

おくならば，学部学生定員は減らすべきであ

るという意見もある。
FO

４．４年制の医学部（〆ディカル・スクール）

について
－侭､F:臼

各委員により，次のような意見交換が行われ

た。

○自分の大学で，医学部の全部及び一部を学

士入学の４年制コースにするとの意見があっ

たが，①全国から学生が集まり，卒業後地元

に残る医者がなくなる，②一般教育の教官定

員を削減される，③６年制コースと４年制コ

ースのカリキュラムが必要となり教職員の負

担が増加し，両コースの教育が不十分になり

兼ねない,とのことで再考することになった。

各大学で４年制コースを一部導入するより，

単独の４年制コースの大学を新設することも

考えられる。

○米国の大学の医学教育は何種類もコースが

あるが,それは豊富な教職員数がいるからで，

日本とは条件が異なる。またいろいろなコー

スの中には国が政策として，授業料を無料と

し，生活費まで支給して教育するようなコー

スもあり，応募者が殺到するが，日本でも医

学発展のためにそのような制度が必要であ

る。

○国立大学の場合，入学定員を削減すると一

般教養の教官定員まで減らされ，厳しい話に

なるが，文部省の懇談会では，入学定員を削

=[
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いう意見もあった。

○メディカル・スクール制の導入で，医学教

育の就業年限が２年増加するとしたら，研究

者養成等の部分では，飛び級入学のようなこ

とも考えられる。

○条件が確保できれば，４年制と６年制コー

スが並存した方が良い。しかし日本人は一律

が好きで，４年制コースができると皆そちら

に流される恐れがある。

以上の意見交換ののち，委員長から，次のと

おり述べ了承された。

医師の需給問題及び４年制医学教育の問題に

ついて，次回は文部省医学教育課からも出席願

い意見交換し，その後まとめていきたいので引

き続きお考えおき願いたい。

なお，その他公務員倫理法の制定について意

見交換が行われ，講演料，執筆料，治験などい

ろいろな問題があるが，法律制定となると皆萎

縮して産学共同の意欲が萎んでしまう恐れがあ

るので，省令で細目を規定するときに，その点

を配慮するよう要望した方が良いという意見が

あった。

減しても先進国の水準に達するまで教官定員

は減らさないよう提言している。先進国に比

べ，日本の医学教育の教員比率がいかに少な

いかを関係方面に訴えるべきである。

○新設医科大学がメディカル・スクールに転

換したら一般教育の教官全部が不要になり，

すぐにはできることではない。

○メディカル・スクールに転換しても教養課

程の教官を削減しないように要望すべきであ

る。

○日本の国立大学医学部では入学後途中で試

験して,医師に向かない者は他の学部･コース

へ転進させる道が少ない。そういう道がある

と良い。また逆に学部２年終了者を医学部３

年次に編入することもあっても良いと思う。

○年齢が高いほど，実習で血を見るのを嫌う

ので外科系では，４年制コースはどうかと思

う。他学部で学位をとってきた者を受け入れ

ても中途半端で最後まで外科医としての力が

出ない傾向がある。

○専門の医学研究者養成のためには，理，工

学部卒等の優秀な者をとり教育すれば良いと

思う。

○医学教育のコースが全部この４年制コース

になった時どうなるのかと思う。この問題は

慎重に考える必要がある。ますます医師にな

るため金がかかることにもなる。

○全部一律に同じ医学教育のコースである必

要は無い。それぞれ特色があって良い。

○文部省の懇談会では，メディカル・スクー

ル制は，臨床医師養成を目的とするという考

え方もあるが，それに限定すべきではないと

ﾉﾘ燕9，－．

5．専門委員の委嘱について

`《ＩＦ顕！委員長から,委員会の運営を円滑にするため，

下記の両名に専門委員を委嘱したい，また２

～３名の学長の委員を追加したいが，その人選

は委員長に一任されたい旨述べ了承された。

武藤徹一郎東京大学教授（医学部）

大山喬史東京医科歯科大学教授(歯学部）

以上をもって本日の議事を終了した。
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教員養成特別委員会

日時

場所

出席者

平成10年５月14日（木）１３：３０～１５：５０

国立大学協会会議室

木下委員長

吉原，貴志，岡本，中嶋，藤原(代理：三重大学副学長)，加茂，溝上各委員
篠田，山田羽田各専門委員

木下前委員長の主宰のもとに開会。

議事に先立ち，木下前委員長が委員長選出ま

での間座長を務めることが了承され，前委員長

の司会のもとに本委員会の設置継続に係る経過

説明ののち，各委員の紹介が行われた。

〔議事〕

まず，一点目は，国立教員養成系大学等に係

る財政構造改革の一環として教員養成課程の入

学定員約5,000人の削減計画があり，目標年度と

して平成12年度達成が掲げられている。これは

国立大学もさることながら教員養成系学部にと

って重大な関心事であり，その及ぼす影響も大

きい。今後の取組承に関し組織の改組・改編等

も含め問題点を点検しつつ，その対応策を検討

しておくことが必要である。

二点目は，教育関係の各審議会さらには大学

審議会等の提言する大学改革及び２１世紀を展望

した大学教育改革に関し，その基本的な方向付

けについて鋭意検討中と聞いている。これは，

本年６月中旬頃に中間まとめを行い，１０月末を

目処に答申を出す意向のようである。このよう

な状況の中で文部省では高等教育局のもとに教

員養成系学部の調査研究の協力者会議を設置

し，教員養成系学部の在り方等について議論が

進められている。しかも現在，教育職員養成審

議会の答申を受けて新教員免許制度が今国会で

審議中であるが，いずれ同制度が発足すること

になる。これは戦後教育制度の歴史における大

きな改定と言える。従って，同制度に基づく教

員養成カリキュラムの大幅な改革，教員の資質

の向上等国立大学として，一層の改善・充実が

問われるところであり，これら諸課題への取組

承も大きな課題となっている。

三点目は,２１世紀に向けての国際化,情報化，

環境，福祉等の問題やさらに科学技術の進展な

ﾉﾛ窺い

1．委員長の選出について■Ｉ

委員長の互選を行い，木下前委員長が再任さ

れた。

2．今後の審議課題について

委員長から，本年３月13日開催の常務理事会

に本委員会の設置継続をお諮りし，承認をいた

だいたとの報告ののち，本日は第二期目として

の初会合でもあり，その際に継続申請した配付

資料「教員養成特別委員会の設置継続の申請」

に基づき次のような説明があった。

今から２年前に，常置委員会を除く，特別委

員会については長期にわたり設置しないとの国

大協方針が打ち出された。これは設置期間を２

年以内とするものである。

従って，その意味では，本委員会は，平成８

年４月から平成10年３月末をもって第一期で終

了するところであるが，種々問題もあることか

ら，継続して本年４月から第二期目を迎えるこ

ととなった。この設置継続に関する事由として

は，配付資料に記載してあるように４点に絞っ

てお願いしたところである。

/鱗顯、
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向けての「総合的・臨床的な教育研究セン

ター｣「ファカルティ・ディベロップメント」

の設置，「附属校園との連携･協力」計画等

の推進

以上のような説明ののち，本日は初会合でも

あるので，自由討議形式で行うこととし，意見

交換が行われた。その主な内容は次のとおりで

ある。

○教員養成課程入学定員5,000人削減の背景

及びプリンシプルの問題点

○教育改革（新教育課程，教員養成カリキュ

ラム等）に向けての財政措置の問題

○新免許状による教員養成教育と教養教育の

充実とのジレンマ

○教員養成系大学・学部における大学院（修

士・博士課程）の拡充問題

○教育の「国際化」にかかわる外国人子女へ

の「外国語」としての日本語教育の課題

○教員の新「採用」をめぐる問題状況（少子

化，教員層の高齢化，年金支給年齢変更に

伴う公務員の再雇用,地方財政の逼迫化等）

○高等教育機関としての大学の教育問題への

対応の在り方

○「心」の教育の充実と一学級定数切下げ等

教員配置の改善について

○日本の子供の問題や教育の現場からの教員

養成大学・学部の在り方を考える視点の必

要性

○現職教員の大学院研修派遣の条件保証と問

題点

○委員会の調査研究活動経費の必要性

概ね以上のような点について意見交換のの

ち，委員長から，本委員会の任期である２年間

の内で，これら諸課題をどのように纏めて行く

のか，本日の議論も踏まえて，専門委員を中心

どと関わりつつ，これをどのように教員養成の

課題として受け止めて行くのか，また，小･中・

高等学校の各学校段階での教育課程の改革問題

と関連し，その養成に関わりを持つ大学・学部

としてのカリキュラム，教育指導のあり方につ

いての課題や問題への取組みが求められてい

る。

四点目は，国立大学の教員養成系大学学部も

新制大学発足後，約50年になり，この間，国大

協としても約30年余にわたり，教員養成に係る

特別委員会を設置して，教員養成の在り方，関

わり方等について調査・研究が行われて来た。

これには多くの国大協教員養成特別委員会メン

バーでもあられた諸先輩の学長や関係の先生方

のご努力によるもので，貴重な調査研究資料や

報告書等が出されている。このように国大協で

の教員養成に関する伝統的な姿勢，また，先人

の残した遺産に恥じないような対応が国大協に

も求められているのではないかと思われる。

これらの問題は，複雑かつ多岐にわたるとこ

ろであるが，今日の状況も踏まえ，国大協とし

ても指針を提示する方向で検討しておくことが

必要との考えから設置継続の申請をしたもので

ある。

ついで，委員長から，今後の取組みに関し，

次のような課題で委員会任期の２年間の間に討

議を進めて行きたい旨発言があり,了承された。

①２１世紀への教育改革と国立大学・学部にお

ける教員養成教育の在り方

②国立大学・学部における大学院修士課程の

在り方と新たな役割一現職教員の受入れ，

地域の教育開発・発展の支援等教員の資質

向上にかかわって－

③教員養成系大学・学部の「教員養成教育」

の「理論」と「実践」のパワー・アップに

寸一

'巳T;１，か
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にして,高い視点で課題の整理をしていただき，

その案をもとに次回の委員会で検討をしたい旨

述べられ，了承された。

た。

国立大学協会も創立50周年を平成12年に迎え

るとのことである。教員養成特別委員会も30余

年にわたり活動し，この間，多くの先生方のご

尽力による調査・研究等がなされ，これら報告

書（昭和40年11月～平成９年11月）も刊行され

て来たところである。

この30年と言う一つの区切りを記念する意味

も含め，集大成した形で，同報告書の復刻版を

刊行してはどうかとのご意見が以前から提起さ

れていた。

これは，貴重な資料が収集され，社会的にも

参考になる刊行物で，かつ，採算の可能性も考

慮しつつ，この編集を専門委員の先生方にお願

いすると共に６月中旬の理事会にお諮りしたう

えで，実現できる方向で進めたい。

3．専門委員について

委員長より次のように述べられ,了承された。

横須賀専門委員(宮城教育大学教授）・篠田専

門委員（名古屋大学教授）・山田専門委員（奈良

女子大学教授）・羽田専門委員（広島大学助教

授）の４名については，先の常務理事会（３月

13日）及び理事会（３月19日）で報告し，了承

を得たところであるが，諸般の状況から，さら

に２名の専門委員を追加依頼したい。

ついては，浦野東洋一（東京大学教授）・山崎

準二（静岡大学教授）両氏にお願いしたい。

-''1,鼬

4．国立大学協会発行｢大学における教員養成」

の報告書の復刻刊行について
以上をもって本日の議事を終了した。

委員長から，次のように述べられ，了承され

特別会計制度協議会

日時

場所

出席者

平成10年５月13日（水）１３：３０～１５：１５

文部省１Ｂ会議室

（文部省）佐藤，小野，佐々木，雨宮，勝山，田中，石川各委員

遠藤審議官，清水，木谷，山中，合田，早野各課長，小池企画官

（国大協）阿部（会長)，蓮資，阿部（副会長)，梶井，鈴木，丸山各委員
中西，菅原，伊藤各専門委員

〆911国､、

阿部議長主宰のもとに開会。

初めに議長から開会の挨拶があり，ついで佐

藤事務次官から次のような挨拶があった。

国立学校特別会計制度は昭和39年に発足し，

爾来いろいろ問題を抱えながらやってきたが，

今回国会の審議にかかっている中央省庁等改革

基本法案の中で見直しの方向が定められること

になっている。関連して,概算要求は,財政構造

改革特別措置法の改正案が国会に提出された状

況になっていて，予定された目標は全体で平成

15年度から17年度に延長されたが，中身のキャ

ップについては少なくとも文部省関係は変更な

いので，当分厳しい状況が続くことになる。そ

ういうことを前提として，来年度の概算要求の

取扱い方針を見定めていかなければならない。

後刻，文部省の考え方を各担当局から説明申し

,,



'よ非常に厳しく，平成10年度末に国債残高が約

279兆円,国と地方を合わせた長期債務残高が約

529兆円になる。こうした中で，財政構造改革特

別措置法において，平成10年度から12年度の集

中改革期間内における国立学校関係予算の取り

扱いについて一般会計からの繰入れ額が前年度

の当初予算額を上回らないという取り扱いがな

されており，この結果，平成10年度予算におい

ては,繰入れ額が対前年度比約215億円の減とな

っている。現在，この財政構造改革特別措置法

の一部改正案が国会に提出されているが，集中

改革期間及びその間のいわゆるキャップ制は変

らない扱いである。したがって，平成11年度の

概算要求は平成10年度以上の厳しい対応を迫ら

れることになろう。

また，中央省庁等改革基本法案において，さ

まざまな形での大学改革を一層積極的に進める

ことが求められているが，その際，産業界及び

地域社会との有機的連携という点が，今後大学

が地域に根ざした開かれた大学へ転換していく

うえで大事な視点と考えられ，この点で何らか

の配慮をしていく必要がある。

具体的な平成11年度の概算要求の取扱いにつ

いては，現時点で政府としての方針の細目が決

まっていないが，昨年度以上に既定の施策・事

業の全般について見直しを行い，経費の徹底し

た節減・合理化と自己収入の確保に向けて特段

の努力が必要と考える。また，機構，定員につ

いては，スクラップ。アンド・ピルドを基本と

する抑制基調をとることとし，各組織について

多角的な点検・評価と徹底した見直しを行い，

学内における運用の工夫・改善や廃止転換等の

努力をさらに進めるとともに既配置定員の一層

の有効活用を図ろ必要があると考える。概算要

求事項についても，大学全体として優先順位の

上げるので，忌悼のないご意見を伺いたい。ま

た，予算の執行が課題になっているが，学長裁

量経費その他の経費について有効に活用いただ

くようお願いしたい。なお，平成10年度補正予

算は,文部省全体で4,200億円であり，そのうち

特別会計関係が施設の老朽･狭陰化関係で3,300

億円の規模になった。また行政改革ということ

では，中央省庁等改革基本法案が昨日衆議院を

通過し，今後参議院で審議されることになる。

文部省としては，今国会で同法案が通ることを

前提にして今後の行政の改革について，種々検

討を進めて参りたいと考えている。

ついで，国大協側，文部省側の出席者の紹介

があったのち，協議に入った。

〔協議〕

jPH鯨､,～

1．平成11年度国立学校特別会計予算の取り扱

いについて

初めに，佐盈木高等教育局長から，平成11年

度国立学校特別会計予算の取り扱い等について

大要次のような説明があった。

最初に，国立学校特別会計の見直しの問題で

あるが，行政改革会議の最終報告及びそれを踏

まえた中央省庁等改革基本法案において，国立

大学において改革すべきこととして，人事・会

計及び財務の柔軟性の向上ということが挙げら

れている。これについては現在，大学審議会に

おいてさまざまな観点からご議論いただいてお

り，また，国大協におかれても第１常置及び第

６常置委員会を中心にご審議いただいていると

ころである。文部省としては，こういったさま

ざまな場での議論を踏まえて，真剣にこの問題

に対処していきたい。

次に，平成11年度の国立学校特別会計の取り

扱いの関係について申し上げる。わが国の財政

`鰯顯､
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厳しい選択・精選を行う必要があると考える。

なお，現在大学審議会において大学改革の具体

的方策についてご審議いただいているところで

あり，６月末にその中間まとめの報告が予定さ

れている。そこで審議された事項の中で，仮に

概算要求事項に関連するものがあるとすれば，

概算要求の取扱いに何らかの形で反映させるこ

ともあり得ると考える。

次に，各大学からの要求への対応であるが，

具体的には次のように扱うこととしている。一

つは，財政構造改革の基本方針を踏まえ，平成

１０年度に引続き次のような見直しを積極的に進

める。

①事務組織の抜本的見直し（一元化，集中化

が可能な事務は事務局に集約して簡素化・

能率化を図るとともに，職員の再配置等を

行って新たなニーズに対応し得る整備強化

を図る゜また，事務職員の定員を合理化に

より削減する)。

②教員養成課程の入学定員の削減（平成10年

度から12年度までに5,000人程度削減を図

る｡改組転換による定員振替もあり得るが，

純減を図る必要がある)。

③その他の学部の入学定員の削減(3,600人の

臨定について平成12年度までに削減を図

る)。

また，大学等の整備については，質的充実を

図るため，限られた予算，定員を有効に活用し，

量的拡充も含めて後年度の負担増を伴う組織の

整備については厳に抑制することを基本として

各大学等の個性的で特色ある発展，卓越した研

究拠点の形成等学術研究上の要請，産業界及び

地域社会との有機的連携などに適切に対応する

計画についてはできるかぎり対応していきた

い。

総合経済対策については，総事業規模16兆円

という過去最大規模の補正予算となったが，そ

の中で4,200億円が文部省全体の予算であり，そ

のうち，国立学校特別会計関連予算として，先

端的学術研究の推進あるいは情報通信の高度

化,ネットワーク化の推進,更には環境に配慮し

た教育研究環境の整備充実等を含めて約3,300

億円の規模の補正となった。

以上の説明に続いて,雨宮学術国際局長から，

大要次のような説明があった。

全体の状況は既に説明があったとおりであ

り，いずれにしても厳しい財政のもとにあるの

で，それぞれの大学であらゆる面を見直し，工

夫，改善の努力をしなければならない。学術関

係予算の取り扱いについては，次のような点に

ついて留意しつつ各大学等からの要求に対応し

て参りたい。

○共同研究体制の整備に重点を置いた研究所

や研究施設等の整備

○設備の高度化・共同利用化や学術情報基盤

の充実等学術研究の基盤を培うための研究

条件の整備

○大型の基礎研究や学問の新しい発展の中核

となる先導的新分野の展開のための研究の

推進

○教育研究の国際交流・協力の推進，外国人

留学生・外国人研究者の受入れ体制の整

備・充実

○産業界等との連携・協力を図るための教育

研究協力体制の工夫・整備

○定員の充足状況等を含めた教員配置の再編

成と附属施設等への適切な存続期限の付与

次に，予算関係以外の問題について３点申し

上げたい。

/顯田、

'9顯日強、
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億円)，○医療（727億円)，○教育（293億円）

であり,合わせて2,040億円という数字で現在進

行中である。

次に，平成11年度概算要求の取扱いについて

は，10年度に引続きキャップ制のもとで行わざ

るを得ないものと思われる。したがって，重点

的な整備ということと自己収入の確保というこ

とは避けて通れないことなので，概算要求に当

たっては，現有施設をできるだけ有効に活用い

ただくよう最大限ご努力いただきたい。そのう

えで，○施設の老朽化・狭陰化の解消に資する

もの，○移転統合・附属病院の再開発等の既定

計画に基づくもの，○大学改革や科学技術基本

法に係るものについては効率的・重点的に整備

を図って参りたい。

本年１月，学術審議会に「科学技術創造立国

をめざすわが国の学術研究の総合的推進につい

て」について諮問を行い，来年夏に答申をいた

だけるようお願いした。

次に，文部省と科学技術庁との統合が早けれ

ば2001年に行われることになるが，両者の学術

行政の関係については，それぞれの歴史も異な

るし,行政の手法においても微妙な違いがあり，

有する研究機関の種類，規模も，また，会計制

度も同一でない。統合するに際しては，互いに

足らざるところを補い合い，勉強し合い，情報

交換し合うということで，よき統合をめざした

い。

また，昨年12月，学術審議会から報告書「学

術研究における評価のあり方について」がまと

められた。それぞれの大学において厳正な研究

評価をしながら優れた研究業績を上げ，それを

世の中に積極的に知らせることが一層必要にな

ってきていると思う。各大学におかれても，ぜ

ひその方向でご努力いただきたい。

蝿1蕊，、

以上のような文部省からの説明があったの

ち，質疑応答及び意見交換が行われた。その主

な意見等は次のようである。

○施設の老朽化への対応が遅れがち。たとえ

ば，より先行して組織改革を進めているとこ

ろを優先させてはどうか。

○建物の耐用年数をのばすようにすることも

必要であり，もっとメンテナンスに予算を回

す必要がある。

○「評価」について，専門家による評価にと

どまらず，国民の目によく見える形で行われ

ることが大事。そのためには，科学ジャーナ

リズム，科学ジャーナリストを育てることが

必要になる。

○大学審議会で提案されているように，第三

者機関による大学評価ということが必要。

○国立大学は，その教育や研究の業績等を外

に向って積極的に情報（広報）発信すべき。

○個別に大部の自己点検・評価を刊行しても

ついで，勝山文教施設部長から，大要次のよ

うな説明があった。

平成10年度の文教施設整備予算は，総額で

1,217億円であり，平成９年度は約1,300億円な

ので，対前年度比７％の減である。これを事項

別でみて象ると，施設整備費が917億円,特別施

設整備費が300億円であり，また，1,217億円の

うち,大学病院の整備が512億円でかなりのウエ

ートを占めている。

また，補正予算関係については，平成10年度

国立学校特別会計補正予算額約3,300億円のう

ち2,040億円が文教施設費となってる｡大項目で

言うと，○環境･新エネルギー（40億円)，○情

報通信の高度化(186億円),○科学技術振興(798

(燕HDD
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広く読まれない。各大学の業績等を＝ソパク

トにまとめたものがほしい。

○多額な研究費を有効に執行するため，たと

えば科研費について，その総額の１％程度を

「評価」のために当てることはどうか。

○国立大学は，これまで納税者に対する意識

がなさすぎた。もっと納税者に目を向けなけ

ればならない。

以上のほか，「中央省庁等改革基本法」（案)，

大学審議会組織運営部会の動向，及び「情報公

開法」（案）について清水大学課長から，「国家

公務員倫理法」（案)について田中人事課長から

それぞれ説明があり，質疑応答等が行われた。

特に，○国家公務員倫理法案について，同法

及び同法施行後の文部省訓令等において産学共

同の推進の妨げとなることのないよう配慮して

ほしい，○学長のリーダーシップの観点から，

学長裁量経費が増加されたことは喜ばしいが，

研究所長経費や病院長経費については，学長を

通して配分されることがのぞましい，等の意見

があった。

以上をもって本日の議事を終了した。/FmHﾖ輿、

/４F墨，

ヨ
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〃諸会合〃
平成、年５月～６月
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１３：３０医学教育特別委員会５月６日（水）

１３：３０第７常置委員会１１日（月）

12日（火） １３：３０第２常置委員会

１３：３０特別会計制度協議会13日（水）

'４鰯蕊一
１３：３０教員養成特別委員会14日（木）

15日（金） １３：００常務理事会

１３：３０第１常置委員会21日（木）

１３：３０第４常置委員会27日（水）

１３：３０第５常置委員会６月２日（火）

１３：３０第７常置委員会

１３：00理事会５日（金）

１０：００第102回国立大学協会総会〔第１日目〕16日（火）

`1,11;!、

10：００第102回国立大学協会総会〔第２日目〕17日（水）

１３：00第１常置委員会

１５：３０第２常置委員会大学入試情報開示に関する検討小委員会

19日（金） １０：００第69回事務連絡会議

１３：３０第４常置委員会作業委員会26日（金）

岸８
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第102回総会国立大学協会事業報告

(第101回総会より今総会まで）

Ｌ諸会合（45回）

(1)第101回総会

9.11.12（火）

9.11.13（水）

事会

３．１９（木）

６．５（金）

(2)理

１０．

１０．

-WfHmM、

(3)常務理事会

１０．３．１３（金）

１０．５．１５（金）

つ

(4)第68回事務連絡会議

9.11.14（木）

(5)常置委員会（23回）

１）第１常置委員会〔理念，体制・組織，管理運営〕

（主要審議事項）○大学の組織運営の改善について

（委員会開催状況）

9.12.11（木）本委員会

１０．２．６（金）本委員会

１０．４．１５（水）本委員会

１０．５．２１（木）本委員会

２）第２常置委員会〔入学者選抜〕

（主要審議事項）①大学入試の将来ビジョンについて

②｢情報公開法」と大学入試の関わ’

(鰕鏑、

と大学入試の関わりについて

③平成11年度国立大学入学者選抜における留意事項について

④国立大学の平成12年度入学者選抜の基本方針について

１０，



（委員会開催状況）

9.12.24（水）入試将来ビジョン検討小委員会

１０．２．２（月）本委員会と小委員会の合同委員会

１０．５．１２（火）本委員会

3）第３常置委員会〔教養教育，学部専門教育，学生生活〕

（主要審議事項）①平成10年度就職関係について

②インターンシップ等について

（委員会開催状況）

１０．４．１７（金）本委員会

4）第４常置委員会〔教職員の待遇改善〕

（主要審議事項）①教室系技術職員の位置づけと処遇改善について

②｢技術専門職」制度の創設について

③国立大学教官等の待遇改善に関する要望について

（委員会開催状況）

9.11.25（火）作業委員会

１０．３．２３（月）作業委員会

１０．５．２７（水）本委員会

5）第５常置委員会〔学術交流〕

（主要審議事項）①ＵＭＡＰ先行国際事務局の設置について

②ＵＣＴＳ（ＵＭＡＰ単位互換制度）について

③ＡＡＣ＆Ｕ（米国大学協会）との交流について

④フランス及びドイツとの大学間交流について

（委員会開催状況）

9.12.19（金）本委員会とJUSSEP小委員会の合同委員会

１０．３．６（金）JUSSEP小委員会

１０．３．２４（火）本委員会

１０．６．２（火）本委員会

6）第６常置委員会〔財政〕

（主要審議事項）①平成10年度特別会計予算ついて

②大学における予算の弾力化について

③学長裁量経費について

④学生納付金について

（委員会開催状況）

9.12.16（火）本委員会

１０．４．２８（火）本委員会

`Q勲愈､、＿

'彌顯、
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7）第フ常置委員会〔研究，大学院，生涯学習，学術情報〕

（主要審議事項）①著作権問題について

②助手問題について

③情報公開法について

④公務員倫理法案について

（委員会開催状況）

9.12.16（火）本委員会

１０．２．１７（火）本委員会

１０．４．２（木）本委員会

１０．５．１１（月）本委員会

１０．６．２（火）本委員会

8）第１，第４，第７常置委員会合同委員会

（主要審議事項）○国立大学の助手制度の見直しについて

（委員会開催状況）

９．１２．３（水）

ｴア

①

■F虚廼ｂ

￣

(6)特別委員会（５回）

１）医学教育特別委員会

（主要審議事項）①医師・歯科医師の需給問題について

②メディカル・スクールと医学部学士入学（４年制コース）について

（委員会開催状況）

１０．５．６（水）本委員会

２）教員養成特別委員会

（主要審議事項）①教員養成大学学部の改革再編の動向と課題について

②教育課程審議会「中間まとめ」の書面ヒアリングについて

（委員会開催状況）

9.12.12（金）本委員会

１０．３．３（火）本委員会

１０．５．１４（木）本委員会

３）国立大学の在り方と使命に関する特別委員会

（主要審議事項）①行政改革の現状について

②国立大学の評価の問題について

（委員会開催状況）

9.12.19（金）本委員会

▼

(…

手
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(7)その他の諸会合（10回）

9.11.20（水）就職問題懇談会

９．１２．２（火）ＵＭＡＰ国際事務局の設置についての検討会

9.12.19（木）就職問題懇談会

9-12.11（木）文部省と国大協との懇談会

9.12.24（水）全国高等学校長協会との懇談会

10.2.10（火）ＵＭＡＰ国際事務局の設置についての検討会

１０．３．２５（水）ドイツ大学総長会議副会長等との懇談

10.4.21（火）フランス国立大学長会議議長団との懇談

１０．５．１３（水）特別会計制度協議会

１０．６．８（月）就職問題懇談会 銀鱗了

2．要望その他の諸活動

国立大学学生納付金についての要望

教育課程審議会「中間まとめ」に対する意見提出

国立大学施設の整備に関する訴え

９．１２．１

１０．２．３

１０．３．３１

～４．２８

１０．４．６

￣

研究交流促進法の一部改正及び大学等における技術に関する研究成果の民間

事業者への移転の促進に関する法律の制定についての要望

中央教育審議会｢新しい時代を拓く心を育てるために－次世代を育てる心を失

う危機一」に対する意見提出

1０．５．２０

3．要望書の受理

前総会以後，本協会宛に提出された要望書等は下表のとおりである。

綴爾｝

高専教職員の賃金改善劃大学高専教職員組合

動勝間短縮をはじBｉ

iIiTp）ＦＦ

叶会保障．共済制度の改謹

部附属施設の襲備・詞受会議’巴

５常置委員会支術系職員の定員確保と増長

斐術系職員の処遇改善及び研修制恩

1０８

９．１１．１７ 国立大学農学系学部長会議 国立大学農学系学部附属施設の整備・充

実について

1．技術系職員の定員確保と増員

2．技術系職員の処遇改善及び研修制度

第１常置委員会

第４常置委員会

第６常置委員会

受付日 提出団体等 要望事項等 関係委員会

9．１１１１ 全国大学高専教職員組合 Ｌ大学・高専教職員の賃金改善につい

て

2．労働時間短縮をはじめとした権利.

労働条件の改善について

3．学術の中心にふさわしい研究･教育

医療の整備について

4．社会保障，共済制度の改善について

第４常置委員会

第７常置委員会



の確立

3．教官組織の充実

4．建物・施設・設備の整備・充実

1．学部別授業料制度の実施反対につい

て

2．大学における事務組織及び教育・研

究支援職員の充実について

3．文教施設整備について

4．大学院博士後期課程学生に対する奨

学金の給付，リサーチ・アシスタント

の充実について

5．青少年の理工学啓蒙対策費の充実に

ついて

文部省が1965年文部事務次官通達を撤回

し，朝鮮学校とその生徒に対する不当な

扱いを即時改めること。

朝鮮高級学校及び各一定の教育水準を確

保しているインターナショナルスクール

の卒業生に対して，入学試験の受験資格

を認め，またその試験に合格した者に対

しては入学を許可すること。

1．夜間主コース専用施設及び設備の充

実について

2．夜間主コース担当教職員に対する処

遇について

3．夜間主コースの教育支援体制の充実

について

教務職員制度廃止に関する要望

…|鰹灘学50工学系学
第１常置委員会

第４常置委員会

第６常置委員会

第７常置委員会

/観照:、

mL271競鵜襲麓格
第２常置委員会

１０．２．２３１日本弁護士連合会 第２常置委員会

'…|讓鰯鱒ｺｰｽ識
第４常置委員会

１０．４．７１全国大学高専教職員組合 第１常置委員会

第４常置委員会

!…51彗鶴鶏鰹〆
〔提言〕振興すべき領域について

－基礎生物学一

一医学・薬学領域一

若手研究者の育成

生命科学研究科の創設

生命科学研究所のあり方

生命科学教育の改革

鰯

４．千リ行物

平成10年２月

平成10年３月

平成10年６月

｢会報ｊ第159号

｢大学入学者選抜の改善に向けて」

｢会報」第160号

１０，



要望害

国立大学の教員等に対する国家公務員倫理法の

適用について（要望）

平成10年６月９日

国立大学協会会長

ｉ可部謹也
'鷲顯､）

大学は，学問の研究・教育を通じて人間文化を支える学術・技術の基盤を構築し，その

成果の社会における普及・継承に寄与するものである。したがって，大学は地球，国家の

存続，発展に必須であり，これら大学の使命の遂行のために研究・教育の自由一大学の

自治が社会的にひろく認知されている。また，わが国の大学における学術研究は，国際的

見地からなされており，その格段の進歩を促進することが求められている。

国立大学の教員等は，このような大学の使命を認識し，常に高い倫理観を持ってその職

務に精励しなければならないのは当然のことであり，この点は現在までも遵守されてきた

と信じている。したがって，政策策定・予算措置・許認可・補助金交付等の決定に関与す

る行政系職員の職務に係る規制が同様な決定に関与する教員等に適用されることは当然で

あるが，研究・教育に専念する教員にまで及ぶことには問題がある。このことは，国際競

争が強く要求されつつあるわが国の大学においてこの方向を逆に大幅に制限することにな

るからである。その意味から国家公務員倫理法に基づく政令及び文部省訓令の制定にあた

っては，国立大学の教員等の職務及び責任の特殊性を特に考慮し，以下の点についての配

慮を要望したい。

ゴ

'燕!！、

１．贈与等の禁止及び制限等について

大学の施設設備等の発注，政策策定・許認可・補助金交付等の決定に関与する大学の教

員等がその「職員の職務に利害関係を有する者」からの贈与等を受領することが，厳しく

禁止・制限されるべきことは，言うまでもないことである。しかしながら，昨今，国立大

学が，官民との共同研究等を促進し，わが国の産業や社会に一層の貢献をするよう努力し

ている現状を特に勘案し，これら共同研究者等は，国立大学の教員等にとって「職員の職

務に利害関係を有する者」に該当しないものとしていただきたい。

１１０



２．贈与等の報告について

報告義務が課される行為のうち,｢事業者等と職員の職務との関係に基づいて提供する人

的役務に対する報酬として国家公務員倫理規程で定める報酬」が具体的にどのような範囲

のものとなるかは，同規程が未制定の現段階では不明であるが，以下の理由により，国立

大学の教員等の専門的学識に基づく社会的活動（各種共同研究，会議出席，講演，意見発

表，原稿執筆等）に対する報酬は対象外となるよう特段の配慮をお願いしたい。

①職務が明確である一般公務員と比較して，研究・教育を職務とする国立大学の教員

等の場合，特に，講演，原稿執筆等についてはどこまでが「職員の職務との関係に基

づいて提供される」ものか明確にできないこと

②国立大学の教員等についは，一般公務員と異なり，研究・教育活動の一環として，

研究成果等を公表するための講演，原稿執筆等の活動を行うことが社会通念上当然に

期待されていること

③仮に，国立大学の教員等の行う講演，原稿執筆等を報告対象とした場合，このこと

がこれらの活動に対して抑止的に作用するおそれもあり，当該活動の減少・停滞によ

り，わが国の研究・教育水準の維持向上及び大学の研究成果の社会への還元に悪影響

を及ぼし，逆に公益を損なう弊害を生ずること

また，学長，学部長等については，今日国立大学が求められている「開かれた大学」に

向っての社会的活動を抑止することのないように「贈与等」に関する報告義務についても

格別の配慮を要望する。

■

/…

〕

回

なお，国立大学の学長は各学部の推薦を了承した候補の中から全学的な選挙によって選

ばれている有期の地位である。行政省庁の幹部職員に対する抑制的措置を学長に適用する

ことは，国際的に通用しない倫理規制と言わざるを得ない。

〔要望先；文部大臣，事務次官，官房長他〕

flm露笥
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国立大学教官等の待遇改善に関する要望書

平成10年７月６日

国立大学協会会長

；可部謹也

国立大学教官等の給与等の待遇改善については，人事院をはじめ関係機関の特段の配慮

を得て改善がなされてきたところであり，特に，大学特有の専門職である技術職員につい

ては，組織上の位置付けに伴い，行政職俸給表（－）７級定数の標準化及び同６級定数の

大幅増が措置されるなど，処遇の改善が図られたことについて，関係各位のご努力に深く

感謝する次第であります。

いうまでもなく，近年，教育改革の問題が焦眉の国家的課題とされ，大学についても，

教育・研究の充実整備が課題となっております。この課題に応えるうえで，まず何よりも

大学自身がその教育・研究体制の改革に取り組むことが必要であり，各国立大学が自己点

検・自己評価を実施し，それを自らの大学の改革と活性化の契機とすべく努力していると

ころであります。

それとともに，大学の質的向上を図るには，その担い手である大学教官等に有為な人材

を確保することが基本的前提条件であり，それを充たすためには大学教官等の待遇改善を

図ることが－つの必須要件であります。また，平成７年11月15日施行，公布された「科学

技術基本法」では，国は，研究者等の職務がその重要性にふさわしい魅力あるものとなる

よう，研究者等の適切な処遇の確保に必要な施策を譜ずるものとしているところでありま

す。

しかしながら，それはいまだ十分であるとは言い難い状況にありますので，さらに以下

の諸点につき，ここに重ねて強く要望する次第であります。

‘鰯顯》

/;鰯9１

記

1．教育職（一）の俸給水準の引上げを行う等を含め俸給体系を是正すること。

大学は高等教育および学術研究を推進・発展させる中心の存在として社会の付託に応え

て，その任務を果たしている。科学技術の急速な進展と国際化の時代にあって，その責務

は益を増大しているところである。そのときにあたって，大学の教学の中心の担い手は大

学教官であり，教育・研究について絶えざる情熱と高い能力を有する優れた人材を擁する

ことは大学の根本であることに鑑み，その俸給をその職務と責任に見合う水準に引き上げ
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ザ

う

るよう特段の配慮を強く要望する。特に近年，国立大学の教官の給与水準が民間企業研究

所や私立大学のそれを大幅に下回っている実態が人材確保の障害の要因ともなっているこ

とに配慮しその急なる改善が待たれる。

また，助手について高校教諭の給与を下回る実態や教務職員の給与の頭打ち等の問題が

あり，これら職員の給与の格差是正を図る゜

なお，以上の俸給水準の引上げと同時に特に中堅教官の給与配分について改善するとと

もに，現行の昇給延伸制度についても，教官の職の高学歴による高年齢就職等による特殊

性に着目してその年齢の引き上げを図る゜

２．部局長（学生部長，事務局長等を含む。以下「部局長等」という｡）について指定職の

完全適用を図ること。

部局長等及び教育，研究の功績顕著な教授に対する指定職の適用拡大については改善が

図られつつあるが，まだ十分な状況とはいえない。

指定職制度は，特定の職務就任を条件に適用するのが本来の趣旨であることを踏まえ，

部局長等については，その在任期間中はすべて指定職俸給表が適用できるよう措置する。

また,特に教育,研究の功績顕著な教授に対して指定職俸給表の適用をさらに拡大する。

可

/`鰯由

▲

〕

力

3．管理職手当の適用対象の拡大と増額を図ること。

近年，大学における管理運営の職責が益を重くなりつつある実情に鑑朶，全学的な事項

を審議する委員会の委員等の学内教育行政の要職にある者について，管理職手当支給の途

を開くよう配慮する。

なお，部局長等について指定職の完全適用を前項で要望しているところであるが，指定

職が適用されるまでの間，引き続きその増額を図る゜

■

秒

｛鱈鰄、

4．大学教官特有な職務に見合う手当として「大学研究調整額」（仮称）を新設すること。

大学教官は，高度の専門教育を行うばかりでなく，進展極まりない学術の研究について

一定の業績を常に要請される。そのため,各種学会活動や独自の情報の収集等多様な教育・

研究活動を遂行することが必須となっている。

しかしながら，このような多様な教育・研究活動に際して，自費から支出する研究費が

少なくないことが，当協会財政基盤調査研究委員会が行った全国調査結果により明らかに

なっている。

この特別な経費負担に対する措置として「大学研究調整額」（仮称）の新設を図る゜

田

’
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なお,職務の特殊性に基づきすでに支給されているものとしては,義務教育教員には｢教

職調整額｣，医師等には「初任給調整手当」等がある。

5．夜間主コース担当教官に特別な給与措置を講ずること。

夜間主コースを設置する大学･学部（夜間大学院を含む｡）の教官は，実態としては昼・

夜間両コースを担当せねばならず，その勤務形態は特殊なものであり，負担が過重となっ

ている。

また，夜間主コースは，本来，主として社会人学生を対象とするものであるが，現実と

しては，教育上多様な対応を要する学生が多数入学し，教官の負担を増加させている。

これらのことを考慮し，夜間主コース担当教官に特別な給与措置を講ずること。
’9;､､１１

6．教育・研究支援職員等の待遇改善を図ること。

教育・研究支援職員等の職務は，科学技術の急速な進展と国際化により一層複雑・高度

化し，その役割は更に重要性を増している。また，平成７年に制定された科学技術基本法

においても，研究開発に係る支援のための人材が研究開発の円滑な推進にとって不可欠で

あり，その確保，養成及び資質の向上並びにその適切な処遇の確保の必要性を指摘してい

ることから，各大学を横断的に実施できる研修制度を新設し資質の向上を図るとともに，

今後とも技術職員の職務と責任に見合う処遇が行われるよう措置する。

グ

7．大学の中堅職員（事務系）の待遇改善を図ること。

大学においては，事務長，補佐，係長等の定数が固定されており，豊富な職務経験，職

務遂行能力を持つ適任者でありながら，昇任・昇格が限定されるために俸給の上で格差を

生じている。このことは，大学の中堅職員等に職務遂行意欲を欠く原因ともなり，ひいて

は大学運営に重大な影響を及ぼす結果となりかねない。

また，特に近年教育研究の国際化に伴う国際学術交流や留学生受入れ，大学院の整備充

実，教育研究システムの多様化，複雑化への対応等高度の専門性を要する新たな業務が激

増している。

よって，引き続き専門職制度を一層拡大するとともに，上位の級別定数について特段の

措置を図る゜

ざ

,鯨嚥、

」

8．看護職員の待遇改善を図ること。

医学・医療の進展に寄与する診療，教育，研究の場であることを使命とする大学病院に
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哲

おいて看護職員に課せられた任務は極めて高度化，専門化しており，その役割は重要なも

のとなっている。

また，看護婦等の人材確保の促進に関する法律が制定され，待遇の改善が図られてきて

いるが，まだ十分とはいいがたい。

看護力の強化は，大学病院の運営にとって不可欠の課題であり，初任給を含む給与水準

の引き上げを引き続き図る゜

また，看護職員の勤務形態の特殊性等に配慮し，勤務環境の改善を図る゜'

〔要望先；人事院総裁，文部大臣，大蔵省主計局給与課長等〕

汐P

/驫纏、

’

〕

〆

f9鰻Ba、

.‘
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資料

国立大学協会会則の一部改正について

平成10年６月５日

理事会

平成10年６月１６日

第１０２回総会

国立大学協会会則の一部を次のとおり改正する。 ,！;鱸!、

第22条第３項を次のように改める。

３常置委員会の委員の任期は，２年とする。ただし，前項第２号の委員の在任期間は，３期６年

間を限度とする。

第24条第１項を次のように改める。

（委員長）

第24条委員長は，委員会において委員の互選により定める。ただし，新たに委員会を設置する場

合には，必要に応じ当初の委員長を会長が指名することができる。

附則

lこの会則は，平成10年６月16日から施行する。

２この会則改正の際，現に在任する第22条第２項第２号の委員の在任期間は，平成９年11月１日

から起算する。
f無T、

改正理由

①教員委員の在任期間が長期化する傾向があり，このような事態を避けるため改正するものであ

る。

②委員会の委員長は，委員の互選によることになっているが，新たに委員会が設置される場合，

その目的にそって会長が委員長を指名し，委員構成等を立案し委員会を発足させる場合もあるの

で，その点を明文化するものである。

IＺ６



国立大学における文献複写に関わる著作権処理

に関する当面の方針について

平成10年５月１１日

国立大学協会

第７常置委員会

国立大学における文献複写に関わる著作権処理については，「日本複写権センター」（以下「複写

権センター」という｡）からの複写利用許諾契約の締結に関する問題提起があって以来学術情報特別

委員会で行われてきた検討を引き継ぎ，さらに鋭意検討を重ねてきた。その間，複数の専門学識経

験者および関係官庁から意見を聴取し，また国立大学事務部における複写の実態調査結果について

の報告を受けた。その結果，当面の対処方針について，次のような結論に達した。

了

Ⅲ′銀､鰻、

刃

１．大学図書館で所蔵している図書資料の複写に関わる著作権処理の問題については，国立大学

図書館協議会で検討を重ねており，公私立大学図書館協議会との協力による国公私立大学図書館協

力委員会をとおして複写権センターと交渉を行なってきているが，著作権法の解釈上許諾の対象と

すべき複写態様の範囲ないし条件について一致を見るに至らないまま今日に至っている。図書館間

の相互利用（ＩＬＬ)体制に関わる諸問題を含むこれらの問題は，国立大学協会にとって重大な関心

事であり，今後なお国立大学図書館協議会等による検討経過を見守りつつ，当委員会で継続審議す

ることとする。

、

｡』

２．事務部における文献複写については，複数の事例による詳細な実態調査の結果に照らして，

各大学において，第42条の適用を受けない文献複写に関して来年度早食をめどとして複写権センタ

ーと複写利用許諾契約を締結するための具体的な検討を進めるのが適当であると考えられる。

なお，そのさい，個念の大学における契約の内容については，既に契約を締結している他の官庁

の例によることとし，年間使用料金の設定は，事務職員数を基準とした包括許諾簡易方式（たとえ

ば，毎年，大学中央事務職員数×20枚×２円）によるのが適当である。

また，使用料の著作者への配分方法，許諾契約の過去への不遡及，使用料金の将来の改定などの

点についても十分留意しつつ手続きを進める必要があろう。

以上

'9m、
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中央教育審議会「今後の地方教育行政の在り方について」

(中間報告）についての見解

平成10年６月１５日

国立大学協会会長

ｉ可部謹也

1．地方教育行政における国，都道府県及び市町村の役割分担の在り方

国の果たす役割を基本的な枠組みの制定，全国的な基準の制定，条件整備のための支援等に厳選

し，その具体的な実施に当たっては都道府県，市町村，さらには各学校の裁量をより大きくする基

本方針については，基本的に同意し得るものである。

とりわけ，各学校の教育課程の編成における創意工夫を促し，特色ある教育活動を創造し，もっ

て児童生徒の豊かな生きる力を育むことは，一連の教育改革の成否を左右する重要な方策であると

考えられる。その際，カリキュラムの研究・開発に関するナショナルセンター等の設置により，専

門的な検討と支援を推進する方向が提示されているが，学校の主体的な教育課程の運営には行政指

導によるよりもより望ましい形態であると考えられ，同意できる。同様に，生徒指導等に係わる問

題についても，専門的な検討と支援を推進するセンター等に委ねることが適切である。いじめ問題，

心の教育，人権教育，環境教育等の参考指導資料の作成についても，これらの専門機関に委ね，国

は審議会行政等を通じて基本的な方向を示すことに限ることが適切であろう。

研究開発等については，都道府県を主体に上記センター等と連携し，国立の附属学校園や公立の

研究開発指定校等の積極的な活用を図り，推進していくことが望ましい。教職員研修についても，

都道府県を主体に，国立大学及び同附属学校園（国立教員養成系大学・学部及びこれに準ずる学部

等を含む）の積極的活用を図ることが不可欠である。

調査統計等については，上記ナショナルセンター等に，一部門として設けることが望ましい。

都道府県と市町村との関係については，都道府県が公立高等学校，養護学校等について，市町村

が義務教育諸学校についてそれぞれ主要な係わりを持つ実態が形成されており，都道府県は広域に

係わる問題，個々の市町村の処理能力を超える問題，市町村間の連絡調整等に主として従事してい

る。従って，これらの諸点を一層明確にし，市町村の実態をも考慮し，市町村の主体性，独自性を

尊重しつつ，市町村間の著しい格差の生じることのないように調整等図ることが大切である。

国及び都道府県は，その役割と責務に応じて，条件整備等の財政的な支援等においては最大限度

の努力と必要な措置等を講ずるものとする。

÷’

J鐸璽、

'91畷､〈

＄

2．教育委員会制度の在り方

教育委員会の職務が多岐にわたることから，教育委員の構成を弾力化して，７人等にすることは
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必要な措置である。また，教育長の選任に当たって，議会の同意を求める制度についても合意され

うる。

また，民意の尊重の観点から，公聴会はもとより，苦情処理や教育問題相談への対応窓口等の措

置についても同意できる。さらに，学校教育，社会教育，文化・スポーツ等に関する情報提供等を

積極的に図ること等も必要なことであり，地域住民との連携協力による，地域社会の新たな教育力

の創出も大切な課題であるといえる。

私立学校の自主性，独自性の尊重は言うまでもないことであるが，都道府県，市町村と私立学校

との関係については，「教育の公共性」の観点から改善すべき課題もあり，相互の連携･協力によっ

て，地域の広義の教育環境を創出する努力が大切であろう。

、

３－学校の自主性・自律'性の確立

/鰄魯

今日の教育改革を実質的に推進していくのは個含の学校であり,個女の教師の意識と力量である。

従って，学校長の裁量権を大きくし，個交の学校の主体性，自主性が発揮出来るよう，教育委員会

の学校管理規則の見直しをはじめ，人的・物的な条件整備への裁量が可能となるような支援等が保

障される改善策が不可欠である。

そのためには，校長，教頭の任用資格の見直しをはじめ，真に人材足り得る者を任用し，組織的，

機動的な学校経営を実現することが必要である。

ただし，校長に真にその人を得る方策は，異色であるだけでは達成されず，’慎重な選任方法が考

慮されなければならない。管理職研修等を真に実のある内容とし，研鐵を積糸，学校観，教育観，

児童生徒観，あるいは卓越した学校経営への見識や力量についての実績等，選任方法についても十

分な検討が必要である。

また，学校裁量の余地を大きくするためには，個含の教師の力量の向上をともなっていなければ

ならず，そのために，固定したメニューによる研修にとどまらず，充実した研修の機会をさらに拡

充し，各学校に教育研究室を備え，これを活用し得る設備と教師のゆとりを確保するなどの積極的

改善方策をもつことが必要である。

地域社会との連携協力による新しい教育力の創出とその活用に関して，学校がより開かれた教育

機関となることが，必要である。そのためには，学校そのものが，地域の多様な人材の自由な出入

りの機会をもつ場に変えていくことも必要である。

-Ｊ

少

℃

/…、

4．地域コミュニティーの育成と地域振興に教育委員会の果たすべき役割

生涯学習を中核とした町づくり，地域社会の教育機能を充実させる町づくりは，これからの教育

課題としてきわめて重要な課題である。この問題に関して教育委員会が果たすべき役割も大きく，

これらの提案も基本的に合意できる。とくに，大学，放送大学，専修学校，時には高等学校等をも

含む既存の学校とも連携して，多様な再教育の機会を提供することが必要であり，そのための新た

な連携協力の方途を創り出していく必要がある。

１Ｊ,



また，地域住民が親しく出入りできるように，既存のすべての学校，公民館等の新たな利用の方

法が探求されるべきである。

とくに，再教育や学習機会の提供に関しては，出来合いのメニューを多く提供するのみならず，

住民が求めている学習要求や自発的な学習活動に対して，これらの機関を利用しやすく，開放して

いく方策についてさらに積極的な提言を期待したい。

5．学校以外の教育機関の運営のあり方

住民の立場に立って，弾力的な施設運用を図り，基準の廃止，緩和を行う提言については，全面

的に賛成である。青少年にも，女性にも，老人にも，町の雑踏や，孤独な居住環境の承で，くつろ

ぎと学びの空間や学びの共有・共同を充足できる居場所があまりにも少なくなった。

施設利用の柔軟化，施設の拡充，さらに新しいタイプの公的施設の設置についてもご検討願いた `鰯鰯）

い○

溌慰
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砂

中央教育審議会「新しい時代を拓く心を育てるために」

(中間報告）に対する意見
が

平成10年５月20日

国立大学協会

【１】

学校における「カウンセリングの必要性｣，「異年齢集団の体験｣，「早期教育を考え直そう｣，「不

登校にはゆとりを持って対応しよう｣，「多様な努力を評価する入試改革」など，さまざまな有意義

な提言をまとめられた審議会のご努力には深い敬意を表します。しかし，「ポスト産業社会｣独特の

｢心」の病理は，たんなる「正論」では解消しえない種盈の問題を全世界的に投げかけており，技術

的に解決可能な問題と，それが不可能な構造的な矛盾とを共存させております。そのため，時代風

潮の診断は可能なかぎり多元的たらざるをえないのですが，それがややもすると一元的なものにと

どまりがちなところに，「中間報告』の問題が含まれているように思われます。以下，次の三点に集

約して述べさせていただきます。

Ｉ「心」について１１「現状認識」についてⅢ「時代認識」について

'癩懲、

Ｉ「心」について

「心」の教育を説くことの重要さは充分に理解できるつもりですが，その論点のほとんどは，過

去一世紀に及ぶさまざまな「心」の科学（心理学，文化人類学，精神分析学，心性史研究，等☆）

の業績を無視しております。その結果，教育には誰もが等しく発言権を持つというかのごとき素朴

な分析と議論の展開が「中間報告」の説得性を弱めており，そのことが気がかりでした。名高い心

理学者ジャン・ピアジェの論稿を始め，「心性史」の権威フィリップ・アリエスの「《子供》の誕生」

(中内ほか訳，新評論)など必読の文献かと思われますが，参照されたあとが承られません。その結

果，分析と記述がときにはなはだしく科学性の欠如を露呈させ，構造性を欠いた付加的な事態の指

摘に終わっていることは惜しまれます。

いささか疑問のある書物ですが，「ソフィーの世界」（ヨースタイン・ゴルデル箸，ＮＨＫ出版，

1995年)の記述の域にも達していない素朴な指摘(｢幼児には親が本を読んで聞かせよう｣，「自然の

中で伸びやかに遊ばせよう｣，「道徳教育を充実しよう」等々）は，この－大ベストセラーを読んだ

子供たちやその親たち，さらには現場の先生がたを到底納得させえないと思います。フロイトの精

神分析的な理論(同書の544ページ以降に粗雑に要約されています)を信奉すると杏とにかかわらず，

｢心的機構｣がいくつかの異なる要素の葛藤からなっていることは学問的な定説であります。にもか

かわらず，今回の『中間報告」は，「心」が一つの安定した実体となりうるかのように書かれており

ます。それでいながら，全体の文脈は，フロイト理論の「イド」（｢快楽原則」の優位へと流れがち

｡」

/4,愚、

１２１



な傾向）を「超自我」（｢父親」的な権威による規範意識を徹底化する傾向）で抑制すべきであると

ほぼ要約できる内容になっているのです(｢大人社会全体のモラルの低下｣，「子どもたちの規範意識

の低下｣，「父親の影響力を大切にしよう｣，等を)。それが困難であるが故に多くの「心」の病気が

蔓延し，さまざまな精神分析の理論が生まれたのであり，「円満な家庭｣というフィクションがその

解決策となりがたいこともまた定説であります｡｢円満な家庭｣を築こうとする親の意志そのものが，

子供には必然的に「超自我」の介入と映り，それが不可避的に新たな葛藤を生むからです。

Ⅱ「現状認識」について

「心」の教育にあって重要なのは，「心」の安定的な成長を思い描くことではなく，「心」を成立

させている複数の要素の葛藤（｢教える者」と「教えられる者」との関係が惹起する葛藤も含まれま

す）を解消する方法を模索することにあります。例えば学校における「保健室」の意義や「カウン

セリング」は，その葛藤の解消への一つの方法ですが，それと同時に，最近の「茶髪」や「ルーズ

ソックス」の流行などが，彼らなりに考え出した葛藤解消方法の一つであることも積極的に評価し

なければなりません。「自分の部屋に鍵をかけてはいけない｣といった不条理な｢ルール｣の提唱(｢鍵

をかけてあっても，家族のノックに応えてそれをあける」という習慣こそ，守らるべきルールであ

るはずです）によって，こうした葛藤の解消方法を視界から遠ざけることのないように注意すぺき

たと思います。「いじめ」についても，「いじめをやめさせようと行動する正義感」の助長だけでは，

現実から目をそらせる結果に終わりがちです。ある種の「いじめ」が共同体の安定に不可欠なこと

は，文化人類学や精神分析学の「犠牲論」の文脈からして明らかです（現在の日本社会で「国家公

務員｣が社会を安定させる「犠牲｣の役を演じていることは，皆様ご存じの通りです)。その意味で，

種々の葛藤をたんに「避けるべきこと」としてではなく，知性によって解決可能な一つの現実とし

てとらえることのほうが「心」の教育にとっては遙かに重要だと思います。その試糸こそ「倫理」

の名にふさわしいものであり，その意味で，自分は「イジメ」の側にまわりたいと無意識に思って

いる者たちの調査こそ緊急だと思われます。

「中間報告』の基調となるべき「有害情報」なるものの現状認識にもいささかの疑問を覚えまし

た。いま，子どもたちの「心」に大きな影響力を持っているものが，「テレビ･ビデオ等」だとは到

底思えないからです。かつてほどではないにしても，少年少女たちにとって，「(少女）マンガ」や

｢ラジオ｣の深夜番組はいまなお無視しがたい影響を与えておりますし，やや年齢が上がればインタ

ー・ネットの会議，ライブハウスなどでの出会いが，彼らに生きた情報を提供しております。テレ

ビにほとんど登場しない「ＸＪａＰａｎ」のＨｉｄｅの自殺や尾崎豊の死が若者たちの「心」を強

くとらえた事実は，その裏に，彼らの音楽によって「救われた」若い男女が日本全土に多数存在し

ていたことを意味しております。そのこと自体の評価はともかく，「中間報告｣がそうした現実に迫

っていないのは，残念ながら事実だといわねばなりません。

「｢ヒーロール「ヒロインｊが……子どもたちに語りかける」という発想は，子どもたちがすでに

そうしたことを自分なりに実践している現状に無自覚な大人たちの抽象的な発想にすぎません。そ

'輌爾、
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して，彼らは，マンガ家やミュージシャンが彼らの「ヒーロー」「ヒロイン」であることに無感覚な

大人たちを軽蔑しつつ，そのことを，大人たちには触れえない彼らだけの葛藤解消の方法として確

保しているのです。そうした現状に対して，「読書を促す工夫をしよう」という相変わらずの読書中

心主義（｢毎朝「10分間読書の時間j」など，論外です。学校が率先してこれ以上に「本嫌い」を生

産する装置となるには及びません）は，彼らの視覚的，聴覚的な感性（世界的にゑて高度なものと

判断できます）に対する無理解からでた蔑視のように思えてなりません。。

Ⅲ「時代認識」について

「新しい時代を拓くため」とありながら，「中間報告｣からは，今がどのような時代であり，また，

新たに｢拓く」べき時代がどんなものであるかを具体的に読糸取ることはほとんど不可能です。「企

業中心社会から「家族に優しい社会」へ」という指摘も，あまりに抽象的すぎます。いま，日本社

会は，長らくその創造性を抑制していた「和の精神」への信仰が終わりを迎えたことで，真の意味

での個人的な競争（たんなる序列の決定とは異なる創造的な葛藤）が意味を持つ時代に入りつつあ

ると思うのですが，そうした議論をあらかじめ禁じかねない何かがこの「中間報告」の文面に漂っ

ていることが，いささか気がかりです。「ポスト産業社会｣では，具体的な記号の意味よりもその抽

象的なイメージだけが好んで消費される傾向が顕著ですが，この「中間報告」の「心」という記号

が，そうした傾向に同調することのないように祈っております。

'鰻1重

」

【２】」

Ｉこのたび，中央教育審議会が，子どもたちの「心の教育のあり方」をめぐる問題や課題の解決

に向けて多岐にわたり具体的な提言を行ったことを評価いたしたい。

今後の議論において，第１章で強調されている「見直す」べき「我との足元」の危機を実態に即

して指摘し，それとの関連において今後の方向性を示すとともに，個々の提言が，現代社会に生き

る子どもたちの「心の教育」に不可欠であることを，子どもたちの日常生活の中での思考と行動の

特性を踏まえ，明快な論理構成でもって示すことが期待される。

この観点から中間報告を検討すると，全体として，提言は「社会的な通念」または「社会的な価

値基準」に依拠して判断されたと考えられるが，一方では随所に時代を異にしたようにも見える見

解が窺える。今日の「社会的な価値基準」として男女（夫婦）平等，人間の自立と社会的な協力・

援助，人権の尊重と世界市民の形成などが世界的な規模で提唱されている状況との関わりをも明確

にする必要があろう。いずれにしても，いまや問題はモラルの崩壊であり，第２次大戦後一般化し

たわが国における個人主義や平等主義と日本ないし東洋の伝統的な価値観との統合という観点から

の提起が必要と考える。

/綴亀

、これまでは，家庭での「教育の在り方」については，両親の責任に委ねられた私的な領域とし

て，公的機関は積極的な提言を控える傾向にあったが，今回，中央教育審議会は，子どもたちの｢心
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の教育」に対する「家庭の在り方」に大きく踏糸込んだ具体的な提言を行っている。項目を列挙し

てできるところから取り組む方法は，現実的であるように見えて，実は実行性に乏しい－面を有す

る。このための精神文化の基盤が極めて薄いからである。しかし，このような取り組みを進めなけ

ればならない程事態は深刻である。併行して，基盤の議論が必要であろう。

Ⅲ「心の教育」を幼児期にある子どもから継続的に，家族，地域社会そして学校で行っていくこ

との必要性が提起されている。実施にあたっては，時間的な継続性とともに，「心の教育｣を行う場

として三者の相互的な関連が重要である。三者に求められている提言が相互に補完し，成果が体系

的･組織的に蓄積され，「心」の成長･発達に具体的に収散していく構図の例についても検討してほ

しい。

また，「心の教育｣をめぐり学校に期待する提言は，今日の学校が直面している不登校，いじめな

ど諸問題への対応策が目立ち，家庭，地域社会に比べて，「心の教育｣についての学校本来の役割に

ついても積極的な提言を望まれる。提言の中で最も重要なことは，「子どもたちに信頼され，心を育

てることのできる先生を養成しよう」という点である。しかし，この提言が，以下①②③の取り組

糸のみによって可能になるとは思えない。さらなる検討が望まれる。

２１世紀に向けて世界共通の課題になっている新たな価値，秩序の形成とそれらを基盤とした世界

社会の構築に応える観点から，子どもたちの「心の教育」に学校が積極的に取り組む内容が期待さ

れる。

/鰯p、

〆鰄、
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大学の組織運営システムの改革についての意見
』

平成10年５月２１日

国立大学協会

第１常置委員会

現在，大学審議会において，大学の組織運営システムの改革について審議が進められているとこ

ろである。国立大学協会第１常置委員会としても，現在の大学の組織運営の在り方に問題点がない

とは考えておらず，その改革のために真筆に取り組んでいきたいと考えている。

大学審議会においては，２１世紀の大学像を検討するに当たって，大学の個性化・多様化を進める

ことを基本理念の一つとしているが，そのためには，各大学がそれぞれの理念・目標，専門分野や

規模などの特徴を踏まえて，それに最もふさわしい組織運営の在り方を工夫することが極めて重要

であると考える。

したがって，すべての面で画一的な制度とするような形ではなく，組織運営の改革については，

特に学問の自由とそれぞれの大学のもつ伝統を尊重しながら，各大学がそれぞれの規模や特徴を踏

まえて創意工夫を凝らし，多様な取組を行いうるような改革提言が行われることを要望する。

各項目ごとの意見は以下のとおりである。

⑪

/餌顯、

」

Ｉ学内の機能分担について

１全学的な機能の明確化について

（１）学長の役割の明確化について

学長が全学的な課題を理念をもって推し進めることは，大学運営上必要なことであり，その役割

を明確化する必要がある。

なお，特に総合大学の場合には，学長個人が全学部の状況を十分に把握することが困難であるの

で，学長を中心とする比較的少数の全学的機関を設け，学長は，このような機関の助けを得て，リ

ーダーシップを発揮することが適切ではないか。

（２）学長を補佐する機構の設置について

学長が中心となって大学を運営していくためには，学長が大学の構成員の理解を得ながらリード

していかなくてはならない。そのためには，部局長との有機的な連携体制を前提としつつ，補佐体

制を持つことによって，構成員とのコミュニケーションを図りながら進めることが有効である。

なお，「大学運営会議｣という名称にすると，学長の責任があいまいになる恐れはないか。補佐機

構を設ける場合の名称は，学長補佐体制を明示するような名称がふさわしいと考える。

（３）学長が資任を持って大学運営を行うための態勢整備について

①予算面，人事面でのバックアップ態勢が必要である。例えば，学内での予算配分に関する学

長の裁量権を拡大することなどが考えられる。

f鯉鯉、
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②全学的に情報を共有し，共通の理解に立たないことには，実りある討議と意見集約はできな

いが，情報を伝えようとしても，なかなか伝わらない。わかりやすい情報伝達の工夫や，その

伝達を確認するチェック法の態勢を整えることが必要である。

③学長及びその補佐スタッフを事務的に補佐する体制の整備が必要である。

２全学と学部の機能分担について

（１）評議会（全学〉と教授会（学部）の分担関係の明確化について

教授会が当該学部の教育研究に関する事項，評議会が複数の学部にまたがる事項及び全学に関す

る事項を分担するというのは，現行でも少なくとも理念的にはそのようになっており，また現実に

そうあるべきである。ただし，ここで誤解されてはならないのは，それぞれの学部に固有の事項と

いっても，必ずしも当該学部教授会で専決できるということではない。全学の方針の範囲内で任さ

れた事柄について学部教授会で決定するということであろう。そのためには，何が教授会の専決事

項なのかについての合意が必要である。法令的には学校教育法第59条にいうところの｢重要な事項」

とは何なのかについて明文で定めておくことは必要であろうが，実際の運営に当たって「良き」慣

行を積み上げていかなくてはならない。

（２）教授会の審議事項の明確化（限定）について

教授会の審議事項については，法令的には学校教育法第59条に包括的に定められているほかは，

同法施行規則第67条で学生の身分の扱い（入学，退学等）について，教育公務員特例法に教員の採

用や学部長の選考等についての定めがあるに過ぎない。学校教育法第59条の「重要な事項」と言う

表現が包括的であるために，個交の大学で様女な慣行上の扱いがなされている。全学にかかわる事

柄に関する学部教授会の意思は,基本的には尊重されなければならないが，ここでいうところの｢重

要な事項」はあくまでも教育研究に関する重要事項であるべきである。

その限りにおいては，教授会で扱うべきこと（扱えること）を法令上明確にすることは必要であ

るが，様女な慣行の積み上げの上で動いている日本中の大学を法令を変えることで一気に理論的な

姿に持っていけるか，実行に当たっては政策の立場からの検討も必要であろう。

鰯､?、
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３執行機関と審議機関との機能分担について

（１）執行機関・審譲機関の機能分担と執行機関による貴任ある運営について

学長・学部長が大学における諸課題に係る事項を提案し,これを評議会・教授会が審議し,審議結

果を学長･学部長が実行に移すという形で大学は運営されている。このことから,学長･学部長を執

行機関，評議会・教授会を審議機関としてとらえることは,基本的にはそのとおりであると考える。

（２）学部長が寅任を持って学部運営を行うための態勢整備について

①学部長の責任ある学部運営のためには，学長の場合に準じて，学部内に学部長を補佐する体

制が必要であろう。

②学部長と教授会との役割分担や意思決定等の手続きを明確にするとともに，学科長会議等を ３

1２６



活用し，学部内の意思疎通，連絡調整を円滑にするなどの改善が必要である。

ヴ

４教員人事に関する意思決定の在り方について

社会の変化に応じて，大学は新しい教育研究分野を絶えず導入する必要がある。かつてのような

教官定員増が難しい今後は，スクラップアンドピルド，つまり既存の講座や教育研究分野を改廃し

て，新しい分野を発足できるような全学的人事ルールを作ることが望ましい。例えば，教官に欠員

が生じた場合，学部，場合によっては全学レベルで大学や学部の将来構想を考慮して，新たに充足

すべき専門分野が選択できるようにすることが必要である。

９

勺

Ⅱ審議機関の運営について

１審議機関の議事の効率化について

議事運営の効率化を図るため，①審議事項の厳選，②審議事項に係る適切な情報の提供，などが

重要である。

また，審議事項の内容によっては，持ち回り制度も認めるべきではないか。

１４鯉愚、

２多数決など議長による議事運営について

審議機関の規程に議事運営・議決に関する定めがあり，それが全学の承認を経て成立している限

り，それに基づいて最終的に多数決で議事を決することは，やむを得ないことであろう。

」

111大学運営協議会（仮称）について

大学が外部評価を導入することは必要なことであり，大学がそれぞれその設置目的や特色に応じ

て独目に学外の意見を聞くための組織を置くのであれば,考えてもよいのではないか。したがって，

大学の管理運営に関する協議会的なものではなく，アドバイスないし顧問会議のような性格のもの

とすべきである。各称についても，そのような配慮が望まれる。

碑
Ⅳ大学の自主'性・自律性の拡大について

大学の自主性・自律性のためには，文部省の持つ組織の変更権を一定の範囲内で学長の権限とす

ることや，研究の期間や内容を考慮した会計制度の改革，兼職兼業等に関する人事制度の改革，予

算等の権限を大幅に大学に与えてもらう必要がある。

ﾘロ

Ｖその他，大学審議会の審議に対する要望について

多種多様な大学を画一的に規制・指導する改革ではなく，大学の規模や特性をふまえた多様な展

開が可能となる方向の改革提言が望まれる。また，総合大学における理系と文系とのバランスに十

分配慮した組織運営の在り方が審議されるべきであり，全学的な企画立案や総合的調整がむずかし

くなっている一因は，この点にあると思われる。
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その他

(平成10年６月２日～平成10年８月１日）

蕊特別委員会の設置

Ｏ大学評価に関する特別委員会

審議課題：大学の客観的評価システムの在り方について

但し，各大学の長所を生かし，短所があれば改善することを目的とし，各大学の個

性，特色と国際的通用性に留意する。

設置期間：２年間（平成10年６月16日～平成12年６月15日）

委員名簿：委員長阿部博之（東北大学長）

委員丹保憲仁（北海道大学長）

〃四ツ柳隆夫（東北大学教授）

〃 金子元久（東京大学教授）

〃 鈴木基之（東京大学教授）

〃 中嶋嶺雄（東京外国語大学長）

〃 中谷巌（一橋大学教授）

〃 松尾稔（名古屋大学長）

〃 九山正樹（京都大学教授）

〃 有本章（広島大学教授）

〃 立）Ⅱ涼（高知大学長）

〃 内田博文（九)Ⅱ大学教授）

〃 田中弘允（鹿児島大学長）

〃 天野郁夫（国立学校財務セミ/ター教授）

`叔顯、

'葱､§、

○大学教育における《リベラル・アーツ》の役割をめぐる特別委員会（略称Ｃ、Ｌ、Ａ）

審議課題：大学教育におけるリベラル・アーツの役割について

設置期間：２年間（平成10年６月16日～平成１２年６月15日）

委員名簿：委員長蓮質重彦（東京大学長）

委員小笠原正明（北海道大学教授）

〃 星宮望（東北大学教授）

〃 。、林康夫（東京大学教授）

〃 永田敬（東京大学教授）

〃 鈴木直（東京医科歯科大学教授）

１２８



貝

〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

委 佐
内
畑
平
濱
森
柴

藤
藤 保（お茶の水女子大学長）

正典（一橋大学教授）

安次（金沢大学教授）

員－（名古屋大学教授）

道代（名古屋大学教授）

益之（大阪大学教授）

洋三郎（九州大学教授）

光次（宮崎大学長）

野
田
本
田
神

ザ

勺

○国立大学協会50周年記念行事準備委員会

設置期間：平成10年８月１日～平成12年12月31日）

委員名簿：委員長佐藤保（お茶の水女子大学長）

委員岡本靖正（東京学芸大学長）

(癬壺、

兵藤釦（埼玉大学長）

中西釦治（東京大学事務局長）

伊藤公紘（東京工業大学事務局長）

伊藤才一郎（国立大学協会事務局長）

〃
〃
〃
〃

霧学長等の異動＞

○学長の交代

（大学）

千葉大学

（新任）

磯野可

（前任）

九山工作

〔交代日〕

平成10年８月１日

○委員長の交代

（委員会）

第７常置委員会

'愈蔑 （新任）

丹保憲仁

(北海道大学長）

（前任）

九山工作

（千葉大学長）

〔交代日〕

平成10年７月４日

い

Ｏ専門委員の委嘱

（委員会）

第７常置委員会

▽

〔発令日〕

平成10年８月１日西村俊道（北海道大学事務局長）
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国立大学協会の組織

’｜:幽篭鵜霊:鯛
総会（春秋２回開催。各国立大学の代表者）

理事会（会長・副会長を含む理事21名。各常置委員会委員長）

○総会（春秋２回開催。各国立大学の代表者ノ

○理事会（会長・副会長を含む理事21名。各常置委員，

○常務理事会（会長，副会長，各常置委員会委員長）

○監事（２名）

○常置委員会

第１常置委員会（理念，体制・組織，管理運営）

第２常置委員会（入学者選抜）

第３常置委員会（教養教育，学部専門教育，学生生活）

第４常置委員会（教職員の待遇改善）

第５常置委員会（学術交流）

第６常置委員会（財政）

第７常置委員会（研究，大学院，生涯学習，学術情報）

常置委員会小委員会

第２常置委員会大学入試情報開示に関する検討小委員会

〔設置期間：平成10年６月１日～平成12年５月31日〕

第５常置委員会ＪＵＳＳＥＰ小委員会

〔設置期間：平成９年12月15日～平成11年12月14日〕

第６常置委員会学生納付金等検討小委員会

〔設置期間：平成10年６月１日～平成12年５月31日〕

○特別委員会

医学教育特別委員会

〔設置期間：平成１０年４月１日～平成12年３月31日〕

教員養成特別委員会

〔設置期間：平成10年４月１日～平成12年３月31日〕

国立大学の在り方と使命に関する特別委員会

〔設置期間：平成９年３月３日～平成11年３月２日〕

大学評価に関する特別委員会

〔設置期間：平成10年６月16日～平成12年６月15日〕

Ｐ

/驫顯､，

〆､1９１，

0９

大学教育における《リベラル・アーツ》の役割をめぐる特別委員会

〔設置期間：平成10年６月１６日～平成12年６月15日〕

○特別会計制度協議会（国立大学協会と文部省との協議会）
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編集後記

＊今夏は中国では長江の大洪水，米国では熱暑等，地球的規模での異常

気象が発生しており，日本でも日本付近の太平洋高気圧の勢力が弱く，

南から暖かく湿った空気が流れ込み，関東地域までは梅雨が明けました

が，依然北陸・東北地方は梅雨が明けず（気象庁は北陸・東北地方の梅

雨明け宣言を行わない旨,異例の発表),各地に大雨を降らせております。

異常気象の遠因は，人類が長きにわたり謙虚な反省を忘れ，自然破壊を

続けてきた思い上がりに対する警告かも知れません。

＊“経済再生内閣”として，去る７月30日に発足した小淵新内閣の文部

大臣として，元国大協会長（当時東京大学長）の有馬朗人先生が就任さ

れました。敬意を表するとともに，今後のご活躍を期待しております。

＊本号の「巻頭エッセー」には，坪井山形大学長にお願いして「総括・

山形大学における教養教育改革」をご寄稿いただきました。ご多忙のと

ころご執筆くださった先生のご厚意に対し感謝申し上げます。（伊藤）

会報発行＝年４回（２月・６月・８月・１１月）／

齢Ｉ

‐
－
Ｉ

Ｐ
Ｔ

Ｉ

ｉ
・
’
１

１１

，１

翻鯛：鯛(非売品）

会報第'61号
（第48巻第３号通巻第161号）

気

４
４

雲篭伊藤才一郎

発行所国立大学協会事務局
息

郵便番号113-0033(東京大学構内）

東京都文京区本郷７丁目３番１号

電話０３（3812）２１１１内線（7950.7951）

０３（3813）Ｏ６４７

ＦＡＸＯ３（3818）８６５６

印刷・製本文唱堂印刷株式会社

Ｉ

Ⅱ｡


